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は

じ

め

陽
明
亭
の
政
治
に
封
す
る
立
場
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
亭
名
審
教
授
の
余
英
時
氏
が
も
っ
と
も
系
統
的
な
読
を
打
ち

(
1
)
 

出
し
て
い
る
。
氏
は
著
書
『
宋
明
理
事
奥
政
治
文
化
」
に
お
い
て
、
宋
と
明
と
の
政
治
状
況
を
比
較
し
な
が
ら
、
宋
の
朱
子
墜
と
明
の
陽
明
撃

が
そ
れ
ぞ
れ
現
賓
政
治
に
封
し
て
取
る
ス
タ
ン
ス
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
陽
明
準
、
特
に
王
陽
明
本
人
は
、
権
力
の

(
2
)
 

世
界
か
ら
ひ
た
す
ら
逃
れ
、
一
般
民
衆
へ
の
感
化
に
専
念
し
よ
う
と
し
た
、
と
力
説
し
て
い
る
。

陽
明
墜
に
つ
い
て
の
研
究
は
膨
大
な
数
に
上
る
が
、
し
か
し
昔
時
の
政
治
と
の
闘
連
性
と
い
う
覗
貼
で
系
統
的
に
な
さ
れ
た
も
の
は
、
余
氏



の
研
究
以
外
に
は
ほ
ぼ
見
首
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
余
氏
の
著
書
は
先
駆
的
な
作
品
と
し
て
皐
術
史
上
に
重
要
な
地
位
を
有
す
る
。
し
か
し
、
氏

の
論
誼
に
も
暇
庇
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
か
で
も
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
は
、
陽
明
撃
の
政
治
に
封
す
る
態
度
を
論
誼
す
る
際
に
、

ほ
と

ん
ど
王
陽
明
個
人
の
経
歴
と
考
え
方
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
貼
に
あ
る
。

明
の
嘉
靖
初
年
か
ら
、
す
で
に
相
官
な
規
模
を
有
し
て
い
た
陽
明
抵
の
士
人
が
頻
繁
に
政
界
入
り
を
果
た
し
、
彼
ら
を
重
要
な
メ
ン
バ
ー
と

す
る
指
導
瞳
制
が
築
か
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
嘉
靖
初
年
の
「
大
曜
の
議
」
を
経
て
成
立
し
た
張
璃
政
権
、

お
よ
び
嘉
靖
末
年
の
徐
陪
政
権
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
政
権
に
参
加
し
た
人
々
を
含
む
陽
明
抵
の
政
治
姿
勢
、
お
よ
び
そ
れ
が
陽
明
撃
、

こ
と
に
王
陽
明
本
人
の
理
念
と
ど
の
よ
う
な
闘
係
に
あ
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
陽
明
白
血
(
干
の
政
治
に
封
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
上

で
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
嘉
靖
初
年
の
張
理
政
権
に
参
加
し
た
陽
明
祇
士
人
、
お
よ
び
彼
ら
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
王
陽
明
本

人
を
研
究
の
封
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
行
動
と
そ
の
背
後
に
あ
る
理
念
を
分
析
し
、
余
氏
に
な
ら
っ
て
陽
明
準
と
政
治
の
闘
わ
り
を
考
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察
す
る
と
同
時
に
、
氏
の
説
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

第
一
章

「
大
曜
の
議
」
と
陽
明
祇
士
人
の
盲
室
頭

明
の
世
宗
嘉
靖
帝
が
即
位
す
る
と
同
時
に
、

い
わ
ゆ
る
「
大
曜
の
議
」
が
勃
護
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
世
宗
が
藩
王
の
身
分
か
ら
天
子
の
位

に
就
い
た
と
い
う
、
極
め
て
異
例
な
事
態
を
背
景
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
。
先
代
の
武
宗
は
放
蕩
な
生
活
が
た
た
り
跡
継
ぎ
を
残
さ
ぬ
ま
ま
山
朋

御
し
た
た
め
、
昔
時
の
内
閣
大
皐
士
で
首
輔
で
あ
っ
た
楊
廷
和
は
、
湖
贋
の
安
陸
で
興
王
の
位
に
就
い
て
い
た
武
宗
の
従
弟
世
宗
を
次
の
天
子

と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
計
書
一
し
、
そ
れ
を
賓
現
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
楊
廷
和
は
世
宗
を
擁
立
す
る
と
同
時
に
、
世
宗
に
封
し
、
武
宗
の
父

で
世
宗
の
伯
父
に
あ
た
る
先
々
代
の
天
子
孝
宗
を
儀
曜
上
は
父
と
呼
ぴ
、
世
宗
の
賓
の
父
で
あ
る
興
献
王
を
叔
父
と
呼
ぶ
よ
う
求
め
た
。
こ
の

要
求
に
封
し
世
宗
は
大
い
に
不
満
を
抱
き
、
興
献
王
を
自
ら
の
父
と
し
て
扱
う
よ
う
求
め
て
楊
廷
和
ら
廷
臣
た
ち
と
封
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
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孝
宗
や
阻
ハ
献
王
な
ど
の
呼
栴
お
よ
び
儀
瞳
上
の
慮
遇
を
め
ぐ
る
論
争
が
一
気
に
蟻
烈
化
し
た
の
が
「
大
曜
の
議
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
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る

「
大
曜
の
議
」
に
つ
い
て
は
、
官
事
者
達
が
『
大
曜
集
議
』
や
『
明
倫
大
典
』
な
ど
の
史
料
集
を
蔑
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
集
に
は
、

そ
の
編
纂
の
方
向
性
に
一
面
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
よ
り
客
観
的
な
立
場
で
事
件
の
経
緯
を
ま
と
め
て
い
る
史
料
と
し
て
は
、

『
明
史
紀
事
本
末
』
在
五
十
な
ど
が
あ
る
。
現
代
の
研
究
と
し
て
は
、
後
に
紹
介
す
る
李
淘
氏
、
羅
輝
映
氏
、
田
樹
氏
そ
し
て
中
山
八
郎
氏
な

(
3
)
 

ど
の
論
考
が
あ
る
。
王
陽
明
お
よ
び
そ
の
弟
子
た
ち
と
こ
の
事
件
と
の
闘
わ
り
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
胡
吉
崩
氏
が
著
書
つ
大
躍
議
α

(
4
)
 

輿
明
廷
人
事
境
局
」
の
一
一
一
一
一
七
頁
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
本
論
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
事
件
の
経
過
に
閲
し
て
は
簡
略
な
紹
介

に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

世
宗
は
初
め
か
ら
楊
廷
和
の
要
求
に
封
し
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
が
、
幼
少
に
し
て
遠
く
外
藩
か
ら
上
京
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
官
僚
陣

替
に
支
持
基
盤
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
上
、
宮
中
で
地
位
の
も
っ
と
も
高
か
っ
た
孝
宗
の
皇
后
張
氏
も
楊
廷
和
側
に
加
わ
っ
た
た
め
、
ひ

と
ま
ず
は
楊
廷
和
に
屈
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
に
中
央
及
び
地
方
の
官
僚
か
ら
世
宗
を
支
持
す
る
撃
が
上
が
り
、
世
宗
も
彼

ら
を
頼
り
と
し
て
楊
廷
和
達
に
釘
し
次
第
に
攻
勢
に
縛
じ
た
。
嘉
靖
三
年
に
世
宗
は
楊
廷
和
と
内
閣
に
い
る
楊
の
朋
黛
を
次
々
と
致
仕
に
追
い
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込
み
、
残
っ
た
楊
廷
和
側
の
官
僚
が
左
順
門
で
己
側
の
主
張
を
集
圏
で
訴
え
た
が
、
こ
れ
も
断
固
と
し
て
弾
医
し
た
。
さ
ら
に
世
宗
は
北
京
に

招
集
し
て
い
た
自
ら
の
支
持
者
た
ち
に
曾
議
を
聞
か
せ
、

つ
い
に
興
献
王
を
父
と
し
、
孝
宗
を
伯
父
と
す
る
方
針
を
確
立
さ
せ
た
。
そ
の
後
、

世
宗
を
支
持
し
た
官
僚
た
ち
は
次
第
に
中
央
で
の
地
位
を
高
め
て
い
き
、
嘉
靖
六
年
に
世
宗
は
彼
ら
に
「
大
曜
の
議
」
に
つ
い
て
の
公
式
な
記

録

つ
ま
り
『
明
倫
大
典
』

の
編
纂
を
命
じ
、
翌
年
に
こ
の
書
物
が
完
成
す
る
と
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
大
曜
の
議
」
は
終
息
を
迎
え
た
。

「
大
曜
の
議
」
に
お
い
て
、
最
初
に
世
宗
に
封
す
る
支
持
を
公
に
表
明
し
た
の
は
、
首
時
進
士
と
な
っ
た
ば
か
り
の
張
璃
で
あ
る
。
彼
は
後

に
そ
の
功
に
よ
っ
て
内
閣
首
輔
大
臣
に
上
り
つ
め
、
と
り
わ
け
世
宗
に
重
用
さ
れ
た
。
『
明
史
』
に
よ
れ
ば
、
世
宗
を
支
持
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
高
位
に
昇
進
し
た
の
は
、
彼
を
含
め
て
八
人
に
の
ぼ
る
。
『
明
史
』
は
こ
の
八
人
の
名
前
を
一
々
翠
げ
て
い
な
い
が
、
王
世
貞
の
『
嘉
靖
以

(
6
)
 

来
首
輔
惇
』
は
張
璃
の
停
に
建
り
の
七
人
の
略
俸
を
附
し
て
い
る
。
こ
の
七
人
と
は
桂
事
・
席
書
・
方
献
夫
・
震
輯
・
黄
棺
・
熊
決
・
黄
宗
明



で
あ
る
。
彼
ら
は
内
閣
大
墜
士
や
六
部
の
尚
書
に
抜
擢
さ
れ
る
な
ど
政
権
の
中
植
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

し
か
も
そ
の
施
政
方
針
に
も
か
な

り
の
一
致
が
見
ら
れ
る
た
め
、
彼
ら
に
よ
る
政
治
指
導
盟
制
を
最
高
位
に
あ
っ
た
張
璃
の
名
を
冠
し
て
「
張
瑠
政
権
」
と
名
づ
け
て
差
し
支
え

な
い
だ
ろ
う
。

「
高
暦
野
獲
編
』
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
張
璃
政
権
の
主
な
メ
ン
バ
ー
に
は
、
陽
明
同
月
子
色
を
強
く
帯
び
て
い
る
人
物
が

(

7

)

(

自
)

多
く
い
た
。
一
九
四

0
年
代
に
欧
陽
深
氏
が
公
表
し
た
論
丈
「
王
守
仁
輿
大
瞳
議
」
で
は
、
そ
の
こ
と
が
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
欧
陽

氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
述
の
八
人
の
う
ち
、
席
主
目
・
方
献
夫
・
黄
棺
・
黄
宗
明
の
四
人
は
王
陽
明
本
人
と
強
い
繋
が
り
を
持
ち
、
歴
と
し

た
陽
明
亭
者
で
あ
る
。
席
書
は
貴
州
提
凶
晶
子
副
使
の
任
に
あ
っ
た
際
に
王
陽
明
が
左
遷
さ
れ
て
く
る
と
、
管
内
の
皐
生
を
一
部
選
抜
し
て
彼
の
も

(

9

)

(

日
)

と
で
皐
ば
せ
た
。
王
陽
明
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
席
書
本
人
も
陽
明
撃
に
傾
倒
し
て
王
陽
明
に
師
事
し
た
と
い
う
。
方
献
夫
は
正
徳
年
聞
に
吏
部

(
リ
)

で
員
外
郎
を
勤
め
て
い
た
際
に
、
官
階
で
は
下
位
に
あ
っ
た
王
陽
明
に
進
ん
で
師
事
し
、
嶺
南
陽
明
皐
の
租
と
な
っ
た
。
黄
結
は
王
陽
明
の
弟

(

ロ

)

(

日

)

子
で
あ
る
う
え
、
王
陽
明
の
死
後
に
両
家
は
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
黄
宗
明
は
帥
に
も
大
い
に
期
待
さ
れ
た
高
弟
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
人

の
ほ
か
、
霊
輯
も
陽
明
振
と
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
。
彼
は
方
献
夫
と
同
郷
で
あ
り
、
ほ
ほ
同
時
期
に
郷
里
の
西
樵
山
で
皐
聞
を
修
め
て

(
見
)

い
た
。
方
献
夫
は
そ
の
時
期
に
は
す
で
に
陽
明
撃
を
奉
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
震
輯
が
彼
か
ら
な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
て
も
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不
思
議
で
は
な
い
。
「
大
曜
の
議
」
に
お
い
て
、
彼
は
王
陽
明
に
手
紙
を
送
り
自
ら
の
主
張
を
惇
え
て
意
見
を
請
い
、
王
陽
明
も
後
に
返
信
で

(
日
)

賛
同
の
旨
を
惇
え
た
。
ま
た
、
中
山
八
郎
氏
の
論
丈
「
再
び
「
明
の
嘉
靖
朝
の
大
曜
問
題
の
琵
端
」
に
就
い
て
」
は
、
張
璃
の
上
奏
丈
な
ど
か

(
日
)

ら
、
彼
を
「
陽
明
と
可
成
り
近
い
思
考
法
」
の
持
ち
主
と
し
て
い
る
。
桂
専
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
肇
問
思
想
全
く
陽
明
と
相
容
れ
な
か
っ
た
」

(
汀
)

と
し
な
が
ら
も
、
「
彼
が
陽
明
に
封
し
て
必
ず
し
も
一
概
に
共
に
同
調
し
難
し
と
考
え
た
間
柄
で
も
な
い
よ
う
」
だ
と
述
べ
、
熊
決
に
閲
し
て

(
路
)

は
、
そ
の
議
論
が
「
陽
明
率
抵
の
思
考
法
に
近
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
人
が
ど
こ
ま
で
陽
明
祇
と
接
近
し
、

ま
た
そ
の
思
想
に
ど
こ
ま
で
陽
明
皐
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か
は
確
誼
が
な
い
た
め
、
本
論
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
詳
論
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
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嘉
靖
三
年
に
世
宗
の
賓
父
な
ど
の
稽
競
、
地
位
が
定
ま
る
と
、
張
璃
ら
は
地
位
を
次
第
に
高
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
『
嘉
靖
以
来
首
輔
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(
凶
)

惇
」
に
よ
る
と
、
彼
ら
が
一
段
と
地
位
を
高
め
た
の
は
、
『
明
倫
大
典
』
が
完
成
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
内
閣
入
り
を
果
た
し

た
の
は
張
璃
、
桂
事
お
よ
び
方
献
夫
の
三
名
で
あ
り
、
残
り
は
六
部
の
尚
書
か
都
御
史
、
或
い
は
こ
れ
に
次
ぐ
侍
郎
が
最
高
位
だ
っ
た
。
席
書

は
嘉
靖
六
年
三
月
に
、
桂
専
は
嘉
靖
十
年
八
月
に
そ
れ
ぞ
れ
死
去
し
て
お
り
、
比
較
的
早
い
段
階
で
官
界
か
ら
姿
を
消
す
。
方
献
夫
は
嘉
靖
十

三
年
四
月
に
、
張
砲
は
嘉
靖
十
四
年
四
月
に
致
仕
し
て
い
る
。
残
り
の
数
人
は
張
聴
の
致
仕
の
後
、
数
年
か
ら
十
数
年
は
政
界
に
建
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
方
献
夫
惇
」
に

張
璃
は
最
も
寵
せ
ら
る
る
も
、
相
を
罷
む
る
者
屡
な
り
。
者
住
翰
・
黄
宗
明
は
事
を
一
三
一
口
、
つ
に
一
た
び
嘗
た
ら
ざ
れ
ば
、
親
ち
之
を
吏
に
下
す
。

献
夫
は
帝
の
恩
威
の
測
ら
ざ
る
を
見
、
職
に
居
る
こ
と
二
歳
に
し
て
、
三
た
び
疏
し
て
引
疾
す
。
帝
は
優
詔
し
て
之
を
許
し
、
停
に
乗
ら

し
め
、
遁
里
の
費
を
予
う
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
方
献
夫
の
致
仕
前
に
、
震
輯
・
黄
宗
明
ら
は
す
で
に
世
宗
の
信
用
を
失
い
始
め
、
も
っ
と
も
高
位
に
あ
っ
た
張
璃
で
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す
ら
帝
に
よ
っ
て
何
度
か
任
を
解
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
張
瑠
の
在
任
中
に
後
に
首
輔
大
臣
に
な
る
夏
言
が
蓋
頭
し
は
じ
め
、
張
理

(
お
)

の
致
仕
後
に
震
輯
が
夏
言
と
の
争
い
に
敗
れ
る
と
、
朝
政
の
主
導
権
は
い
よ
い
よ
夏
言
に
握
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
故
に
嘉
靖
十
四
年
の
四

月
に
張
聴
が
致
仕
し
た
時
、
建
っ
た
数
人
が
す
で
に
政
局
の
舵
取
り
を
す
る
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
考
察

か
ら
、
嘉
靖
七
年
に
『
明
倫
大
典
」
が
成
立
し
た
前
後
か
ら
張
璃
の
致
仕
ま
で
を
張
璃
政
権
の
時
期
と
し
、
な
か
で
も
方
献
夫
の
致
仕
ま
で
を
、

こ
の
政
権
に
い
る
陽
明
祇
士
人
の
地
位
が
比
較
的
高
い
時
期
と
し
て
よ
い
。

信
用
二
品
早

嘉
靖
初
期
に
お
け
る
政
治
の
問
題
貼

世
宗
の
即
位
と
と
も
に
勃
護
し
た
「
大
穫
の
議
」
は
、
表
面
上
は
も
っ
ぱ
ら
麓
制
上
の
問
題
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

植
を
重
ん
じ
る
前
近
代
中
園
に
お
い
て
、
藩
王
の
即
位
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
状
況
の
出
現
に
よ
り
、
種
制
上
の
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ

(
は
)

と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
論
争
で
は
、
楊
廷
和
陣
営
は
経
書
の
記
載
や
程
朱
の
権
威
な
ど
を
楯
に
し
、

一
方
張
璃
側
の
陽
明
撃
者



(
お
)

た
ち
は
陽
明
撃
の
「
躍
は
人
情
に
よ
る
」
と
い
う
立
場
で
論
陣
を
張
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
論
白
樫
は
新
た
に
興
っ
た
陽
明
白
字
に
よ
る
従
来

の
櫨
観
念
に
封
す
る
集
中
攻
撃
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
本
論
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
論
争
は
決
し
て
車
な
る

観
念
上
の
相
遣
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
は
、
楊
廷
和
を
筆
頭
と
す
る
奮
官
僚
集
圏
の
政
治
・
経
済
上
の
利
盆
が
深
く
絡
ん
で

い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
、
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
事
件
昔
時
、
孝
宗
の
皇
后
張
氏
が
な
お
健
在
で
あ
り
、

し
か

も
事
あ
る
ご
と
に
楊
廷
和
と
手
を
組
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
武
宗
の
死
後
、
そ
の
寵
臣
で
あ
っ
た
江
彬
を
逮
捕
す
る
命
令
と
、
世
宗
を
後
継

(
お
)

者
に
指
名
す
る
武
宗
の
「
遺
詔
」
は
、
い
ず
れ
も
張
皇
太
后
の
許
可
を
得
る
形
を
取
っ
て
い
た
。
楊
廷
和
が
世
宗
の
匪
力
に
抗
し
き
れ
ず
、
ゃ

(
幻
)

む
を
得
ず
そ
の
賓
の
親
に
帝
后
の
競
を
輿
え
る
こ
と
に
同
意
し
た
際
に
も
、
張
皇
太
后
の
諮
旨
を
奉
じ
る
形
の
救
令
を
起
草
し
た
。
張
皇
太
后

(
お
)

は
楊
廷
和
と
協
力
し
て
世
宗
の
即
位
を
賓
現
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
上
京
し
た
世
宗
と
そ
の
生
母
蒋
氏
に
釘
し
て
非
常
に
倣
慢
で
あ
り
、
明
ら
か

(
却
)

に
世
宗
親
子
に
自
ら
の
地
位
と
そ
の
背
後
に
あ
る
一
族
の
利
待
を
脅
か
さ
れ
る
の
を
警
戒
し
て
い
た
。
こ
の
張
皇
太
后
に
、
自
ら
の
政
治
的
な
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影
響
力
と
権
勢
を
確
保
、
乃
至
は
掻
大
し
よ
う
と
す
る
意
園
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
と
政
治
的
に
結
び
つ
い
て
い

た
楊
廷
和
に
と
っ
て
、
張
氏
の
夫
で
あ
る
孝
宗
を
世
宗
の
父
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
張
氏
に
世
宗
の
母
と
し
て
の
権
威
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
の
持

つ
意
味
は
、
考
え
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
楊
廷
和
ら
官
僚
側
も
、
た
だ
張
皇
太
后
の
意
の
ま
ま
に
論
争
の
引
き
金
を
引
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
楊
廷
和
は
そ
の
回
想
録
で
、

武
宗
が
崩
御
し
て
聞
も
な
い
頃
、
張
皇
太
后
が
自
ら
の
命
令
を
公
式
に
「
聖
旨
」
と
稽
し
て
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
回
止
し
た
の
は

(
鈎
)

自
分
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
都
合
の
悪
い
救
令
を
張
皇
太
后
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
す
る
、
と
い
う
事
柄
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
む
し
ろ
楊

廷
和
の
ほ
う
が
政
治
上
の
老
練
さ
を
欠
い
て
い
た
張
皇
太
后
の
心
理
に
う
ま
く
付
け
込
み
、
こ
れ
を
背
後
で
操
っ
て
い
た
よ
う
な
観
が
あ
る
。

そ
し
て
史
賓
を
分
析
す
れ
ば
、
「
大
曜
の
議
」
に
お
け
る
楊
廷
和
ら
の
異
の
動
機
も
透
け
て
見
え
て
来
る
の
で
あ
る
。
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武
宗
が
逝
去
し
て
か
ら
、
首
輔
大
臣
と
し
て
の
楊
廷
和
は
、
混
乱
の
最
中
で
政
治
運
営
を
仕
切
っ
て
い
た
こ
と
や
、
世
宗
を
擁
立
し
た
と
い
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う
功
績
な
ど
に
よ
り
、

一
気
に
そ
の
権
威
を
高
め
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は
官
僚
陣
営
で
の
異
分
子
を
排
斥
し
、
縁
故
者
を
要
所
に
据
え
る

な
ど
、
人
事
面
で
官
僚
集
圏
を
掌
握
す
る
た
め
の
手
も
次
々
と
打
っ
て
い
っ
た
。
世
宗
が
即
位
し
て
間
も
な
く
、
以
前
か
ら
楊
廷
和
と
不
仲
だ

(

む

)

(

犯

)

っ
た
次
輔
梁
儲
、
吏
部
尚
書
王
理
を
始
め
と
す
る
中
央
、
地
方
の
多
く
の
高
級
官
僚
が
弾
劾
を
受
け
た
。
こ
れ
を
受
け
て
王
噴
が
楊
廷
和
を
糾

(
お
)

弾
す
る
上
疏
を
提
出
し
、
楊
廷
和
に
よ
る
親
類
縁
者
の
無
原
則
な
登
用
を
暴
い
た
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
前
述
の
弾
劾
が
楊
廷
和
の
意
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
灰
め
か
し
て
い
る
。

し
か
し
楊
廷
和
の
霊
力
に
よ
っ
て
天
子
の
位
に
就
い
た
ば
か
り
の
世
宗
に
は
楊
の
意
向
に
表
だ
っ
て
逆
ら
う
よ
う
な
こ
と
は
到
底
で
き
ず
、

結
局
こ
の
案
件
は
、

ほ
と
ん
ど
楊
廷
和
側
の
要
求
通
り
に
裁
決
さ
れ
た
。
楊
廷
和
が
張
皇
太
后
と
の
結
び
つ
き
を
利
用
し
、
孝
宗
を
世
宗
の
父

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
子
に
封
す
る
自
ら
の
影
響
力
を
さ
ら
に
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
ず
朝
廷
の
人
事
に
つ
い
て
の
護
言
力
を
高
め

る
と
い
う
目
的
か
ら
だ
ろ
う
。
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孝
宗
尊
崇
の
背
景
に
は
恐
ら
く
ほ
か
に
も
重
要
な
動
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
李
淘
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
世
宗
に
孝
宗
の
政
策
方
針
を
継
承

(
泊
)

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
孝
宗
は
官
僚
に
大
い
に
支
持
さ
れ
た
が
、
買
は
、
彼
は
官
僚
ら
の
不
正
行
矯
を
相
官
な
程
度
で
見
逃
し
て
い
た
。
な
か

で
も
士
紳
に
よ
る
土
地
の
粂
併
を
歎
認
し
た
こ
と
は
、
と
り
わ
け
官
僚
集
圏
に
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、
明
の
宗
室
や
功
臣
、

そ
し
て
士
大
夫
官
僚
な
ど
は
、
そ
の
地
位
と
克
税
特
権
を
笠
に
着
て
、
投
献
な
ど
の
手
段
に
よ
り
、
多
く
の
土
地
を
一
般
民
衆
か
ら
自
ら
の
名

義
の
下
に
移
し
、
そ
の
土
地
の
税
と
倍
役
負
捨
か
ら
逃
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
よ
り
貧
し
い
民
衆
た
ち
の
負
捨
を
増
加
さ
せ
て
い
た
。
次
章

で
も
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
傾
向
は
特
に
孝
宗
の
弘
治
年
聞
に
一
つ
の
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
。
故
に
賦
役
制
度
を
改
革
し
負
擦
の
平
均
化
を

(
お
)

園
る
動
き
も
現
れ
た
が
、
孝
宗
は
朝
命
に
よ
ら
な
い
こ
の
よ
う
な
改
革
措
置
に
自
ら
反
封
の
音
訓
見
を
表
明
し
て
お
り
、
し
か
も
彼
本
人
が
類
似

の
改
革
を
護
令
す
る
こ
と
は
柊
始
な
か
っ
た
。
か
か
る
態
度
は
首
然
土
地
の
乗
併
に
都
合
が
良
く
、
奮
官
僚
集
圏
の
利
盆
を
擁
護
す
る
楊
廷
和

ら
に
歓
迎
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
世
宗
が
即
位
し
た
翌
年
に
、
楊
廷
和
の
影
響
下
に
あ
っ
た
戸
部
か
ら
、
賦
役
制
度
を
改
革
す
る
行
震
を
原
則
巌

(
お
)

禁
と
し
、
従
来
の
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
を
求
め
る
上
奏
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
世
宗
が
裁
可
し
た
。
孝
宗
が
公
式
に
世
宗
の
父
と
な
る



と
、
「
三
年
父
の
遁
を
改
む
る
無
き
は
孝
と
謂
う
べ
し
」
と
い
う
儒
教
の
精
一
肺
か
ら
、
首
然
一
種
の
強
制
力
が
世
宗
に
か
か
り
、
そ
の
方
向
に

沿
っ
て
決
定
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
大
曜
の
議
」
に
お
け
る
楊
廷
和
側
の
動
機
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
純
粋
な
躍
制
上
の
関
心
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
奮
官
僚
集
圏
の

政
治
・
経
済
上
の
利
盆
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
事
件
の
古
事
者
の
謹
言
に
よ
っ
て
も
裏
附
け
ら

れ
る
。
張
璃
側
に
立
っ
て
楊
廷
和
ら
と
論
戦
し
た
黄
結
は
、
張
聴
が
朝
廷
の
賓
擢
を
掌
握
し
た
後
に
彼
に
迭
っ
た
書
簡
で
、

朝
廷
の
綱
紀
巳
に
振
る
い
、
天
下
巳
に
安
ん
ず
れ
ば
、
君
子
の
治
を
願
う
の
心
は
遂
げ
ら
れ
た
り
。
然
し
て
寂
人
の
情
、
濁
り
捕
ら
う
所

々
O
L
P」

有
る
が
若
き
者
は
、
何
ぞ
や
。
蓋
し
往
時
内
閣
は
中
貴
と
交
通
し
、
天
下
の
利
権
、
蓋
く
此
れ
に
掃
す
。
上
に
英
昨
有
る
と
雌
も
畳
る
能

わ
ず
、
下
に
豪
傑
有
る
も
救
う
能
わ
ず
。
:
:
:
蓋
し
人
情
は
招
権
す
る
所
有
る
を
楽
し
み
、
附
一
麗
す
る
所
を
得
る
を
楽
し
む
。
其
の
附
麗

す
る
所
は
、
内
閣
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
中
貴
に
在
り
。
言
官
論
列
し
、
撫
、
巡
拳
措
す
る
と
難
も
、
亦
た
比
白
な
之
を
頑
て
以
て
軒
軽
を
矯

こ

た

(

訂

)

し
、
故
に
進
取
し
て
利
を
謀
る
の
方
は
讐
え
ざ
る
無
し
。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
黄
結
は
張
想
以
前
の
内
閣
が
「
天
下
の
利
権
」
を
手
中
に
牧
め
、
朝
廷
で
己
に
追
従
す
る
者
た
ち
を
抜
擢
し
て
抵
閥

(
持
)

を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
お
り
、
楊
廷
和
政
権
も
自
ず
と
そ
の
批
判
の
封
象
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
、
彼
が
席
書
に
迭
っ
た
書
簡
で
、

此
の
躍
は
本
よ
り
天
下
高
世
の
公
に
繋
る
も
、
今
皆
な
私
事
の
矯
に
各
の
憎
愛
抑
和
を
其
の
聞
に
有
ち
、
以
て
朝
廷
の
事
希
張
な
る
こ
と

(

刊

日

)

此
に
至
る
を
致
す
は
、
員
に
慨
く
べ
き
な
り
。

と
、
楊
廷
和
側
の
人
々
が
「
私
事
」
に
よ
っ
て
論
争
を
挑
護
し
て
い
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
席
書
も
「
大
躍
の
議
」
の
最
中
に
行
っ
た
天

(
剖
)

子
へ
の
上
疏
で
、
楊
廷
和
ら
が
「
私
意
」
か
ら
自
ら
の
主
張
を
世
宗
に
押
し
附
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
張
璃
側
の

人
々
は
曜
制
や
儒
随
一
子
思
想
の
面
で
楊
廷
和
ら
と
議
論
し
て
い
な
が
ら
、
賓
は
相
手
側
の
異
の
動
機
を
見
破
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
三
章

陽
明
抵
の
改
革
努
力

「
大
曜
の
議
」
に
お
い
て
楊
廷
和
ら
を
破
り
、
そ
の
後
つ
い
に
政
府
の
主
導
権
を
手
に
入
れ
た
張
璃
ら
は
、
従
来
の
弊
政
を
刷
新
す
る
た
め

改
革
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
張
聴
政
権
に
参
加
し
た
陽
明
抵
の
人
々
は
、
改
革
を
積
極
的
に
支
持
し
、
様
々
な
形
で
協
力
し
た
。
こ
の
改
革
運

(

引

)

(

必

)

動
に
つ
い
て
は
、
羅
輝
映
氏
の
論
文
「
論
明
代
グ
大
櫨
議
L
の
ほ
か
、
田
溺
氏
の
著
書
「
嘉
靖
革
新
研
究
』
で
も
詳
細
な
議
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
も
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
大
要
を
遮
べ
る
こ
と
と
す
る
。

汲
閥
勢
力
の
温
存
と
強
化
を
圃
り
「
大
曜
の
議
」
を
引
き
起
こ
し
た
楊
廷
和
を
破
っ
た
張
璃
は
、
政
権
を
手
に
入
れ
て
か
ら
、
従
来
の
政
治

と
徹
底
的
に
決
別
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
彼
は
官
僚
人
事
に
お
け
る
賄
賂
請
託
の
阻
習
を
一
掃
し
た
。
『
明
史
」
は
彼
の
停
の
中
で
、

(
幻
)

一
時
直
宜
の
路
紹
た
れ
た
り
。

身
を
持
つ
こ
と
特
に
廉
な
り
て
、
痛
く
賦
吏
を
悪
み
、

今
公
は
貞
潔
に
し
て
輔
佐
し
、
死
生
利
害
、

一
も
行
わ
る
る
所
無
し
。
奮
日
交
通
一
円
壌
の
習
い
、

ひ
そ

一
旦
に
し
て
燦
濯
さ
れ
遺
り
無
し
。
風
清
く
弊
絶
た
れ
、
政
善
な
り
て
民
安
じ
、
天
下
陰
か
に
其
の
一
帽
を
受
く
も
誰
の
話
す
所
か
を
知
ら

(
叫
)

ず
、
是
れ
公
の
功
、
此
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
き
な
り
。

一
も
動
か
さ
る
る
所
無
く
、
直
宜
請
托
、
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と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
黄
結
は
張
聴
に
宛
て
た
私
信
に
お
い
て

と
述
、
べ
、
彼
が
官
僚
集
圏
内
部
の
「
交
通
」

つ
ま
り
私
薫
の
結
成
と
い
う
弊
風
を
ほ
ぼ
根
絶
し
た
功
績
を
大
い
に
讃
え
て
い
る
。

官
僚
集
圏
の
風
紀
を
取
り
締
ま
っ
た
張
璃
は
、
さ
ら
に
外
戚
・
動
臣
そ
し
て
宜
官
を
も
槍
玉
に
上
げ
、
そ
の
弊
害
を
断
と
う
と
し
た
。
昔
時

の
外
戚
は
爵
位
を
持
ち
、
そ
の
世
襲
す
ら
許
さ
れ
て
い
た
が
、
張
璃
は
昔
時
吏
部
向
主
目
だ
っ
た
方
献
夫
と
謀
り
外
戚
が
爵
位
を
世
襲
す
る
こ
と

(

日

出

)

を
廃
止
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
『
明
史
』
は

(
必
)

他
に
助
戚
の
荘
回
を
清
め
、
天
下
の
鎮
守
内
臣
を
罷
む
る
こ
と
、
先
後
殆
ど
蓋
く
る
が
如
き
は
、
皆
な
其
の
力
な
り
。

と
記
し
て
お
り
、
動
臣
・
外
戚
が
所
有
す
る
田
地
を
整
理
し
た
こ
と
と
、
鎮
守
官
官
を
撤
慶
し
た
こ
と
を
張
聴
の
功
績
と
し
て
奉
げ
て
い
る
。



鎮
守
(
臣
官
は
武
宗
時
代
の
官
官
の
勢
力
掻
大
に
伴
い
全
国
各
地
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
表
向
き
は
地
方
防
衛
の
役
目
を
帯
び
て
い
る
が
、

(

U

)

(

川

崎

)

賓
際
に
は
地
方
物
産
の
激
し
い
収
奪
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
の
制
度
の
撤
廃
を
張
瑠
・
霊
輯
が
求
め
た
ほ
か
、
方
献
夫
も
か
つ
て
慶
一
西
の
思

恩
・
田
州
で
起
こ
っ
た
叛
乱
の
平
定
に
王
陽
明
を
推
薦
し
た
際
に
、
そ
の
地
の
鎮
守
官
官
を
罷
克
す
る
こ
と
を
願
い
、
世
宗
に
受
け
入
れ
ら
れ

(

羽

)

(

印

)

た
。
嘉
靖
十
一
年
に
張
聴
が
言
官
の
弾
劾
を
受
け
世
宗
に
よ
っ
て
致
仕
に
追
い
込
ま
れ
た
際
に
、
方
献
夫
は
張
理
の
再
起
用
を
懇
願
し
、
そ
の

(
日
)

改
革
業
績
の
中
で
も
特
に
外
戚
の
爵
位
世
襲
と
鎮
守
官
官
の
廃
止
を
讃
え
、
改
革
抵
の
張
聴
に
よ
る
政
治
運
管
を
再
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

以
上
の
諸
政
策
の
ほ
か
、
張
理
政
権
が
打
ち
出
し
た
重
大
な
改
革
措
置
に
は
、
土
地
の
精
査
お
よ
び
賦
役
負
捨
の
平
均
化
も
あ
る
。
前
章
で

連
べ
た
よ
う
に
、
明
の
土
地
占
有
お
よ
び
賦
役
徴
収
賦
況
に
は
従
来
か
ら
大
き
な
歪
み
が
存
在
し
、
宗
室
・
功
臣
・
官
僚
な
ど
の
有
力
者
が

様
々
な
不
正
に
よ
り
土
地
を
虞
く
占
有
し
た
上
、
特
権
に
よ
り
賦
役
負
捨
か
ら
逃
れ
、
負
捨
能
力
の
低
い
一
般
民
衆
に
賦
役
が
集
中
し
て
い
た

(
臼
)

こ
と
な
ど
は
、
様
々
な
先
行
研
究
が
脅
し
く
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明
の
中
期
に
な
る
と
、
こ
の
問
題
は
か
な
り
深
刻
な
事
態
を
招

い
て
お
り
、
正
徳
年
聞
に
黄
結
は
昔
時
の
閤
臣
李
東
陽
に
手
紙
を
迭
り
、
民
が
重
い
賦
役
負
捨
に
匪
迫
さ
れ
破
産
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
現
状

(
日
)

を
指
摘
し
、
封
策
を
採
る
必
要
性
を
訴
え
た
。
ま
た
、
霊
輯
は
世
宗
へ
の
上
疏
で
、
孝
宗
の
弘
治
年
間
に
政
府
が
把
握
し
て
い
た
田
賦
を
負
捨

(
弘
)

す
る
土
地
は
、
明
初
に
登
録
さ
れ
て
い
た
数
の
わ
ず
か
竿
分
弱
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
張
聴
政
権
に
は
全
国
の
土
地
を
一
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度
精
査
し
、
そ
の
賓
際
の
占
有
状
況
を
朝
廷
が
正
し
く
把
握
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
見
出
さ
れ
る
。
震
輸
は
現
状
の
最
し
さ
を
指
摘
す
る
と
と

(

日

)

(

同

)

も
に
、
全
園
の
土
地
を
精
査
す
る
こ
と
を
も
求
め
た
。
震
轄
の
ほ
か
、
桂
事
も
土
地
占
有
の
賓
情
把
握
を
強
く
求
め
て
い
る
。

賦
役
制
度
の
改
革
も
土
地
占
有
状
況
の
調
査
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。
楊
廷
和
が
そ
の
私
利
を
守
る
た
め
に
、
戸
部
を
通
じ
て
賦
役
制
度
の

壁
更
を
一
切
禁
じ
る
命
令
を
出
し
た
こ
と
は
す
で
に
遮
べ
た
が
、
張
璃
政
権
に
な
る
と
、
ま
ず
は
嘉
靖
九
年
に
桂
専
の
護
案
に
よ
っ
て
戸
部
が

作
成
し
た
改
革
案
を
始
め
と
し
て
、
賦
役
制
度
を
改
革
す
る
動
き
が
現
れ
て
き
た
。
こ
の
改
革
案
は
、
布
政
司
が
全
省
の
各
里
甲
の
丁
数
、

てコ
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ま
り
成
年
男
子
の
数
と
糧
数
、
つ
ま
り
田
賦
の
量
を
ま
と
め
、
丁
と
糧
に
ぞ
れ
ぞ
れ
二
疋
の
基
準
で
銀
を
課
す
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
で
、
世

(

貯

)

(

四

四

)

宗
の
許
可
を
得
た
。
前
掲
羅
氏
論
文
、
田
氏
著
書
、
そ
し
て
唐
丈
基
氏
の
『
明
代
賦
役
制
度
史
」
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
案
を
一
線
鞭
法
の
濫
傍
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行
っ
た
賦
役
負
捨
を
均
等
化
し
よ
う
と
し
た
措
置
を
、

(ω) 

で
第
一
、
第
二
の
地
位
を
占
め
て
お
り
、
震
轄
の
こ
の
施
策
が
彼
ら
の
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
梁
方
仲
氏
は
「
明
代
一
候
鞭
法
年
表
」
で
、
嘉
靖
十
三
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
吏
部
左
侍
郎
の
任
に
あ
っ
た
震
揺
が

(
印
)

一
候
鞭
法
賓
施
の
一
例
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
貼
で
張
聴
・
方
献
夫
は
そ
れ
ぞ
れ
内
閣

か
か
る
土
地
占
有
お
よ
び
賦
役
負
捨
の
不
公
平
と
い
う
問
題
に
封
す
る
態
度
は
、
陽
明
抵
の
人
々
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
震
輯
は
土
地
問

(
引
)

題
に
つ
い
て
圭
出
力
し
、
黄
宗
明
は
嘉
靖
四
年
に
江
西
吉
安
知
府
に
昇
任
し
て
か
ら
、
「
清
里
法
」
と
い
う
施
策
を
貰
行
し
た
。

の

ほ

は

げ

乙
圏
、
江
西
吉
安
知
府
に
陸
る
。
車
を
下
り
て
首
め
白
鷺
洲
書
院
を
建
て
、
遁
徳
を
以
て
諸
生
を
同
助
ま
す
。
次
に
巨
冠
を
平
ら
ぎ
、
次
に

好
吏
を
治
め
、
次
に
健
訟
を
決
し
、
次
に
清
里
法
を
行
い
、
次
に
園
甲
法
を
行
い
、
次
に
義
倉
を
修
め
、
備
荒
法
を
行
い
、
皆
な
候
緒
有

(
必
)

h
川
ノ
。

こ
の
「
清
里
法
」
の
具
瞳
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、

し
か
し
『
固
朝
列
卿
紀
」
巻
四
十
八
に
あ
る
何
鑑
と
い
う
人
物
の
惇
記
に
は
、
何
鑑
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が
か
つ
て
武
宗
に
上
申
し
た
地
方
政
治
に
つ
い
て
の
提
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
一
つ
に
、
「
版
籍
を
最
に
し
て
以
て
里
甲
を
清

(

m

m

)

(

叫
)

む
」
が
あ
る
。
こ
の
例
、
そ
し
て
「
里
甲
を
清
む
」
と
い
う
言
い
方
が
明
代
の
史
料
に
か
な
り
頻
繁
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
恐
ら

く
「
清
里
法
」
の
「
旦
」
は
つ
ま
り
「
里
甲
」
の
こ
と
で
あ
り
、
黄
宗
明
の
施
策
の
趣
旨
も
何
鑑
の
提
言
と
同
じ
く
、
「
版
籍
」
、

つ
ま
り
黄
加

な
ど
の
人
口
と
土
地
財
産
の
登
録
帳
簿
を
精
査
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
ら
に
、
王
陽
明
白
身
に
も
、
か
か
る
志
向
は
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
ま
ず
は
王
陽
明
本
人
が
江
西
の
永
新
牒
で
の
土
地
精
査
を
指
示

(
前
)

し
た
公
丈
が
、
全
集
に
蔑
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
『
王
陽
明
全
集
』
巻
十
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
頒
定
里
甲
雑
続
」
と
い

(

山

川

)

う
一
丈
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
陽
明
が
江
西
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た
際
に
、
江
西
の
嶺
北
道
各
豚
に
、
管
内
の
民
衆
の
差
役
負
捨
を
定
め
る

際
の
方
針
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
ま
さ
に
、
丁
と
糧
に
そ
れ
ぞ
れ
二
疋
量
の
銀
を
課
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
係
鞭
法
の
精
神

と
合
致
す
る
。
こ
こ
か
ら
、

一
候
鞭
法
が
陽
明
抵
の
政
治
理
念
に
一
致
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
張
聴
政
権
の
中
心
メ
ン

パ
l
に
陽
明
祇
士
人
が
多
数
い
た
と
い
う
事
賓
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
王
陽
明
の
こ
の
施
策
が
後
の
戸
部
の
方
針
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
輿



え
た
可
能
性
す
ら
十
分
に
有
り
得
る
だ
ろ
う
。

第
一
四
卓
早

王
陽
明
の
提
唱
し
た
政
治
倫
理

王
陽
明
と
張
璃
政
権
の
改
革
運
動
と
の
関
わ
り
は
、
車
に
賦
役
制
度
の
改
革
に
お
け
る
理
念
の
一
致
の
み
に
限
ら
な
い
。
朝
廷
で
政
治
の
運

告
に
関
わ
っ
て
い
た
彼
の
弟
子
た
ち
は
、
と
も
に
陽
明
抵
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
事
圏
内
部
で
培
わ
れ
た
共
通
の
倫
理
感
覚
の
も
と
で
行
動
し

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
誼
擦
と
し
て
、
ま
ず
以
下
の
史
料
を
奉
げ
よ
う
。

十
一
年
壬
辰
正
月
、
門
人
方
献
夫
同
志
を
合
し
て
京
師
に
合
す
。
師
浸
し
て
よ
り
、
桂
専
朝
に
在
り
、
民
子
禁
方
に
最
な
り
。
醇
侃
等
既
に

罪
謹
に
遭
え
ば
、
京
師
撃
を
一
言
、
つ
を
語
む
。
是
の
年
に
至
り
、
編
修
欧
陽
懐
・
程
文
語
・
楊
名
は
翰
林
に
在
り
、
侍
郎
黄
宗
明
は
兵
部
に

在
り
、
戚
賢
・
貌
良
弼
・
沈
誰
等
は
科
に
在
り
、
大
事
士
方
献
夫
と
倶
に
舎
を
主
る
。
時
に
黄
結
は
表
を
進
む
る
を
以
て
入
り
、
洪
・
畿

は
廷
釘
に
趨
く
を
以
て
入
り
、
林
春
・
林
大
欽
・
徐
槌
・
朱
衡
・
王
惟
賢
・
惇
願
等
四
十
徐
人
と
始
め
て
日
舎
の
期
を
定
め
、
慶
書
山
房

に
緊
ま
る
。
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こ
れ
は
嘉
靖
十
一
年
の
正
月
に
、
方
献
夫
が
北
京
で
多
く
の
王
陽
明
の
弟
子
を
集
め
て
合
合
し
た
記
録
で
あ
る
。
こ
の
曾
合
に
は
、
方
献
夫
と

と
も
に
張
璃
政
権
の
中
心
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
黄
棺
・
黄
宗
明
を
筆
頭
に
、
昔
時
朝
廷
で
任
官
し
て
い
た
ほ
か
の
陽
明
撃
者
、
そ
し
て
官
位
を
ま

だ
授
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
銭
徳
洪
・
王
畿
ま
で
も
が
参
加
し
、
参
加
者
は
四
十
人
あ
ま
り
に
達
し
た
と
い
う
。
し
か
も
時
期
的
に
は
、
こ
の

曾
合
が
行
わ
れ
た
の
は
、
王
陽
明
と
反
目
し
て
陽
明
撃
を
弾
医
す
る
よ
う
に
な
っ
た
桂
専
が
死
去
し
て
ま
だ
聞
も
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、

(

問

問

)

さ
ら
に
王
陽
明
の
弟
子
で
あ
る
醇
侃
が
張
璃
と
夏
言
の
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
朝
廷
か
ら
追
放
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
朝
廷
に
は

陽
明
撃
を
忌
避
す
る
空
気
が
な
お
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
首
事
者
た
ち
の
切
賓
な
気
持
ち
は
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
政

治
上
の
地
位
を
得
た
後
も
、
彼
ら
の
陽
明
筆
者
と
し
て
の
結
束
は
非
常
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
少
な
く
と
も
嘉
靖
七
年
に
王
陽
明
が
亡
く
な
る
ま
で
は
、
こ
の
陽
明
向
学
者
の
一
圏
に
お
い
て
、
精
神
上
の
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
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て
い
た
の
は
、
開
祖
の
王
陽
明
本
人
の
は
ず
で
あ
る
。
王
陽
明
は
そ
の
晩
年
の
ほ
と
ん
ど
を
北
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
江
西
・
斯
江
で
過
ご
し
て

お
り
、

さ
ら
に
反
乱
平
定
の
た
め
唐
西
ま
で
祇
遣
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
長
ら
く
北
京
に
留
ま
っ
て
い
た
弟
子
た
ち
を
直
に
救
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
は
書
信
な
ど
の
手
段
に
よ
り
、
弟
子
ら
と
絶
え
ず
連
絡
を
保
っ
て
い
た
。
『
王
陽
明
全
集
』

の
巻
五
、
巻
六
及
び
巻
二

十
一
に
は
、
世
宗
が
即
位
し
た
正
徳
十
六
年
か
ら
王
陽
明
が
死
去
し
た
嘉
靖
七
年
ま
で
の
手
紙
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
席
書
宛
は

二
通
、
方
献
夫
宛
は
四
通
、
黄
結
宛
は
七
遇
、
黄
宗
明
宛
は
三
通
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
張
聴
政
権
内
の
す
べ
て
の
陽
明
祇
士
人
と
手
紙

の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
ほ
か
、
『
王
陽
明
全
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
嘉
靖
十
二
年
黄
結
序
附
き
の

五
巻
本
「
陽
明
先
生
文
銀
』

の
巻
二
、
巻
三
に
も
黄
結
宛
の
手
紙
二
通
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
紙
は
、
正
徳
十
六
年
か
ら
嘉
靖

七
年
ま
で
、

ほ
ほ
毎
年
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
手
紙
の
内
容
は
、
近
況
の
報
告
や
個
人
事
務
に
つ
い
て
の
や
り
と
り
な
ど
の
ほ
か
、

進
撃
や
修
養
に
つ
い
て
の
陽
明
撃
的
な
議
論
が
相
官
な
丈
量
に
及
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
陽
明
皐
の
理
論
に
即
し
た
、
政
界
の
動
向
や
政
治
運
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告
に
つ
い
て
の
議
論
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
に
、
張
璃
政
権
に
参
加
し
て
い
た
陽
明
祇
士
人
の
政
治
行
動
を
性
格
づ
け
た
、
陽
明
同
月
干
の

政
治
倫
理
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
手
紙
の
中
か
ら
、
恐
ら
く
張
璃
政
権
内
で
王
陽
明
と
も
っ
と
も
親
密
で
あ
っ
た
黄
結

に
宛
て
た
も
の
を
幾
っ
か
取
り
上
げ
、
本
稿
の
最
大
の
論
酷
で
あ
る
陽
明
皐
の
政
治
倫
理
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
嘉
靖
の
初
年
に
は
、
土
地
の
乗
併
、
一
以
閥
政
治
の
横
行
な
ど
従
来
の
政
治
、
一
吐
曾
問
題
が
山
積
し
、
そ
れ
以

前
の
孝
宗
、
武
宗
雨
朝
に
お
い
て
外
戚
、
官
官
勢
力
の
膨
張
が
も
た
ら
し
た
悪
影
響
と
も
あ
わ
せ
、
明
の
支
配
秩
序
は
す
で
に
危
機
的
な
状
態

に
陥
っ
て
い
た
。
こ
の
事
態
を
、
王
陽
明
は
極
め
て
重
く
受
け
止
め
て
い
た
。
『
王
陽
明
全
集
」
巻
六
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
、
嘉
靖
六
年
に
責

結
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
、
彼
は
、

(ω) 

今
天
下
の
事
勢
は
沈
痢
積
療
が
如
く
、
望
む
こ
と
起
死
回
生
を
以
て
す
る
所
の
者
は
、
(
貫
に
諸
君
子
に
在
る
有
り
。

(
刊
)

と
述
べ
、
明
の
政
治
一
吐
舎
は
す
で
に
破
綻
し
か
け
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
弟
子
た
ち
に
中
興
の
希
望
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
一
言
か
ら
、
彼
の
張
聴
政
権
の
改
革
事
業
に
封
す
る
態
度
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
王
陽
明
も
近
世
中
園
の
一
人
の
儒
者
と
し



て
、
「
治
国
平
天
下
」
と
い
う
「
大
胆
宇
』
が
掲
げ
た
最
高
の
理
想
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
朱
子
撃
も
陽
明
撃
も
、
方
法
上
の
差

こ
そ
あ
れ
、
余
英
時
氏
が
論
じ
た
よ
う
な
天
下
園
家
へ
の
究
極
的
な
閲
心
は
、

い
か
な
る
好
飴
曲
折
を
経
て
も
、
終
始
保
ち
績
け
て
い
た
の
で

あ
る
。さ

て
天
下
の
生
死
存
亡
が
す
べ
て
こ
の
改
革
運
動
に
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
調
で
語
っ
た
王
陽
明
だ
が
、

し
か
し
妙
な
こ
と
に
、
彼

と
弟
子
た
ち
の
や
り
取
り
に
は
、
こ
の
改
革
運
動
を
具
瞳
的
に
い
か
に
展
開
さ
せ
て
い
く
か
、
或
い
は
い
か
な
る
方
策
で
ど
の
分
野
の
改
革
を

進
め
る
か
に
つ
い
て
の
具
瞳
的
な
議
論
は
、

一
切
見
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
大
錠
を
振
る
い
従
来
の
積
弊
を
一
掃
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
時
期
に
、

王
陽
明
は
却
っ
て
以
下
の
よ
う
に
説
い
た
。

君
子
の
遁
長
ず
れ
ば
、
則
ち
小
人
の
遁
消
え
、
疾
病
既
に
除
か
る
れ
ば
、
則
ち
元
気
も
亦
た
首
に
自
ら
復
す
べ
し
。
但
だ
疾
病
を
除
か
ん

と
欲
し
て
攻
治
す
る
こ
と
太
だ
属
し
け
れ
ば
、
則
ち
亦
た
以
て
其
の
元
気
を
耗
す
に
足
る
。
薬
石
の
施
さ
る
る
も
、
亦
た
以
て
漸
く
な
ら

(
口
)

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
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こ
れ
は
黄
結
ら
に
、
改
革
を
焦
ら
ぬ
よ
う
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

諸
公
証
に
事
に
嘗
た
れ
ば
、
且
く
須
ら
く
之
を
持
つ
に
鎮
定
久
遠
を
以
て
す
べ
し
。
:
:
:
其
れ
恩
を
感
じ
梧
に
報
ゆ
る
所
以
の
者
は
、
必

そ
む

ず
し
も
速
放
を
務
め
、
近
功
を
求
め
ず
。
要
は
誠
心
貰
意
に
し
て
、
久
遠
の
固
り
を
属
す
に
在
れ
ば
、
聖
天
子
今
日
の
奉
に
負
か
ず
、
而

そ

む

(

陀

)

し
て
亦
た
諸
公
今
日
の
出
づ
る
に
負
か
ざ
る
に
庶
か
ら
ん
。

と
も
い
い
、
「
速
妓
」
を
求
め
ず
に
、
遠
い
将
来
の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
慎
重
に
方
策
を
練
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
自
分
自
身

の
直
弟
子
達
が
張
璃
ら
と
と
も
に
、
世
宗
か
ら
の
絶
大
な
信
頼
を
得
て
朝
廷
で
の
賓
権
を
掌
握
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
陽
明
の
こ
の

異
様
な
ま
で
の
慎
重
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
程
引
用
し
た

『
王
陽
明
全
集
』
巻
六
に
あ
る
黄
結
宛
の
手
紙
で
は
、
苦
一
結
ら
に
封
す
る
希
望
を
述
べ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
へ
の
批
判
め

49 

い
た
言
葉
も
護
せ
ら
れ
て
い
る
。
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諸
君
の
知
謀
才
署
、
自
ず
と
是
れ
超
然
と
し
て
衆
人
の
上
に
出
づ
れ
ど
、
未
だ
自
ら
信
ず
る
能
わ
ざ
る
所
の
者
は
、
只
だ
是
れ
未
だ
自
己

の
良
知
を
致
し
得
る
能
わ
ず
、
未
だ
断
断
休
休
た
る
盟
段
を
全
得
せ
ざ
る
の
み
。
:
:
:
若
し
自
己
の
病
痛
未
だ
除
き
得
る
能
わ
ざ
れ
ば
、

何
を
以
て
能
く
天
下
の
病
を
療
し
得
る
か
。
此
れ
匝
直
一
念
の
誠
な
り
て
、
諸
君
の
矯
に
一
た
び
掲
蓋
せ
ざ
る
能
わ
ざ
る
所
以
の
者
な
り
。

こ
こ
で
は
、
黄
結
等
が
い
ま
だ
に
自
ら
の
「
良
知
」
を
突
き
止
め
、
「
病
痛
」
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
、
か
な
り
最
し
い
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
陽
明
撃
の
も
っ
と
も
核
心
的
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
良
知
」
と
、
「
良
知
」
に
よ
り
除
去
す
べ
き
「
病
痛
」

な
ど
の
現
賓
で
の
意
味
を
、
王
陽
明
の
政
治
思
想
の
根
幹
部
に
直
結
す
る
所
と
し
て
、
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
幸
い
同
丈
に

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

凡
そ
人
の
言
語
正
に
快
意
に
到
る
時
、
便
ち
哉
然
と
し
て
能
く
忍
歎
し
得
、
意
気
正
に
護
揚
に
到
る
時
、
便
ち
翁
然
と
し
て
能
く
収
欽

L

得
、
憤
怒
噌
欲
正
に
騰
沸
に
到
る
時
、
便
ち
廓
然
と
し
て
能
く
消
化
し
得
る
は
、
此
れ
天
下
の
大
勇
た
る
者
に
非
ざ
れ
ば
能
わ
ざ
る
な
り
。

然
れ
ど
も
良
知
を
親
切
に
見
得
る
時
、
其
の
工
夫
又
た
自
ら
難
か
ら
ず
。
此
の
数
病
、
良
知
の
本
よ
り
無
き
所
な
り
て
、
口
ハ
だ
良
知
の
昏
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昧
蔽
塞
せ
る
に
因
り
て
後
に
有
る
に
縁
る
の
み
。
若
し
良
知
の
一
た
ぴ
提
醒
す
る
時
は
、
即
ち
白
日
一
た
び
出
づ
れ
ば
、
魁
魁
自
ら
泊
ゆ

る
が
如
L
o
-
-
:
:
今
人
は
多
く
言
語
の
人
を
屈
服
し
得
る
能
わ
ざ
る
を
以
て
恥
と
矯
し
、
音
山
昌
利
の
人
を
陵
乳
し
得
る
能
わ
ざ
る
を
恥
と
馬

し
、
憤
怒
暗
欲
の
直
意
任
情
し
得
る
能
わ
ざ
る
を
恥
と
矯
し
、
殊
に
此
の
数
病
な
る
者
は
、
皆
是
れ
自
己
の
良
知
を
蔽
塞
す
る
事
な
り
て
、

正
に
君
子
の
宜
し
く
深
く
恥
ず
る
べ
き
所
の
者
な
る
を
知
ら
ず
。
今
は
乃
ち
反
て
自
己
の
良
知
を
蔽
塞
す
る
能
わ
ざ
る
を
恥
と
話
す
は
、

正
に
是
れ
其
の
首
に
恥
ず
る
べ
き
所
に
非
ざ
る
を
恥
じ
て
、
其
の
首
に
恥
ず
る
べ
き
所
を
恥
ず
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
、
大
い
に
哀
れ
な
ら

す
べ

ざ
る
べ
け
ん
や
。
諸
君
は
皆
平
日
の
知
る
所
厚
き
者
な
り
て
、
匝
匝
の
心
、
愛
せ
る
も
助
け
を
潟
す
莫
く
、
只
だ
諸
君
都
て
個
の
古
の
大

な

な

ん

臣
と
倣
ら
ん
こ
と
を
願
う
の
み
。
古
の
所
謂
大
臣
な
る
者
は
、
更
に
他
に
甚
の
知
謀
才
署
有
る
か
を
稽
さ
ず
、
只
だ
是
れ
一
箇
の
断
断
と

ょ
う

し
て
他
技
な
く
、
休
休
と
し
て
如
か
ば
容
有
る
の
み
。

こ
の
丈
章
に
よ
れ
ば
、
「
病
痛
」
と
は
つ
ま
り
、
「
言
語
」
を
も
っ
て
人
を
「
屈
服
」
さ
せ
、
「
音
公
示
」
を
も
っ
て
人
を
「
陵
軌
」
し
、
そ
し



て
「
憤
怒
噌
欲
」
を
も
っ
て
意
の
ほ
し
い
ま
ま
に
行
動
し
よ
う
と
す
る
、
天
理
と
し
て
の
「
良
知
」
に
反
す
る
欲
求
で
あ
る
。
「
良
知
」
に
よ

り

こ

れ

ら

を

除

去

す

れ

ば

、

の

い

う

「

断

断

と

し

て

他

の

技

な

く

、

休

休

と

し

て

如

か

ば

容

有

」

る

(
ね
)

「
古
の
大
臣
」
の
境
地
に
達
せ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
王
陽
明
が
白
ら
の
弟
子
た
ち
、
そ
し
て
張
璃
な
ど
改
革
運
動
に
参
加
し
て
い

つ
ま
り
『
尚
書
』
、
そ
し
て

『大向学」

た
す
べ
て
の
人
々
に
望
ん
で
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

王
陽
明
が
政
治
的
な
局
面
に
即
し
て
こ
の
よ
う
な
麓
言
を
な
し
た
以
上
、
そ
の
護
言
を
政
治
の
丈
服
に
お
い
て
解
謹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
黄
結
が
張
理
に
宛
て
た
手
紙
を
取
り
上
げ
た
い
。

小
人
君
を
忘
れ
、
私
を
腸
せ
て
謀
を
矯
す
は
、
畢
寛
に
し
て
此
に
至
れ
り
。
若
し
西
樵
建
白
す
る
の
明
ら
か
な
り
に
し
て
、
聖
明
悔
悟
す

る
の
速
や
か
な
る
に
非
ざ
れ
ば
、
一
時
の
善
類
、
異
に
足
を
駐
む
る
の
地
無
か
ら
ん
:
:
:
但
だ
惟
う
に
人
心
向
未
だ
測
る
べ
か
ら
ず
、
事

饗
終
に
亦
た
窮
ま
り
恕
け
れ
ば
、
惟
だ
望
む
ら
く
は
我
が
公
も
亦
た
嘗
に
此
れ
を
以
て
鑑
と
矯
し
、
盆
す
素
志
を
堅
く
し
、
盆
す
休
休
の

ト
令
つ容

を
掻
、
げ
、
必
ず
聖
随
一
子
の
異
な
る
を
求
め
、
以
て
其
の
躍
を
明
ら
か
に
し
、
心
を
し
て
蔽
擬
無
か
ら
し
め
、
必
ず
王
這
の
純
な
る
を
行
い
、

ゆ
る

以
て
そ
の
用
を
通
じ
、
人
を
し
て
怨
尤
無
か
ら
し
め
、
訟
は
比
白
な
其
の
白
然
な
る
を
聴
さ
ん
こ
と
の
み
。
或
い
は
議
す
る
者
有
り
て
云
わ
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く
、
此
れ
に
因
り
て
其
の
門
禁
の
務
を
去
り
、
以
て
古
人
賢
に
下
り
士
を
穫
す
る
の
美
を
霊
く
し
、
因
り
て
思
思
を
集
め
、
忠
を
麿
げ
慮

り
を
盆
し
、
以
て
聖
主
の
徳
に
報
い
、
其
の
高
全
な
る
を
固
り
、
之
を
不
朽
に
垂
る
べ
し
と
。
棺
も
亦
た
此
に
於
い
て
倦
倦
た
る
至
願
に

(
九
)

勝
え
ず
。

こ
の
手
紙
は
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
張
聴
が
嘉
靖
十
一
年
に
世
宗
に
致
仕
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
方
献
夫
の
懇
願
に
よ
っ
て
復
職
し
た
直
後
に
書
か
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
黄
結
は
張
璃
に
師
の
い
う
「
休
休
の
容
」
を
は
っ
き
り
と
求
め
て
お
り
、
王
陽
明
が
弟
子
達
に
い
か
に
精
一
利
面
で
の

影
響
を
輿
え
て
い
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。
「
休
休
の
容
」
の
具
躍
的
な
表
れ
の
一
つ
と
し
て
、
黄
結
は
い
わ
ゆ
る
「
門
禁
の
梼
」
つ
ま
り
張

(
市
)

聴
に
よ
る
反
封
祇
官
僚
に
封
す
る
弾
匡
を
撤
回
し
、
よ
り
麿
範
に
渡
っ
て
意
見
を
集
め
る
よ
う
勧
め
た
。
そ
も
そ
も
『
向
書
』
に
お
け
る
「
休

(
同
)

休
」
の
表
現
は
、
孔
頴
達
の
疏
で
「
善
」
を
好
み
、
人
の
「
小
過
」
を
容
認
す
る
こ
と
と
解
緯
さ
れ
て
い
る
。
黄
結
は
こ
こ
で
張
璃
に
、
人
の
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過
ち
を
許
す
こ
と
を
求
め
、
「
賢
」
、

つ
ま
り
員
の
人
材
を
九
卿
な
ど
朝
廷
の
重
要
ポ
ス
ト
に
積
極
的
に
登
用
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。

お
も

こ
れ
公
唐
虞
の
成
跡
を
鑑
み
、
詩
人
の
預
患
を
念
い
、
今
の
矯
に
計
る
者
は
、
其
の
要
は
賢
を
進
む
る
よ
り
先
ん
ず
る
は
莫
し
。
賢
を
進

む
る
の
急
な
る
は
、
九
卿
よ
り
先
ん
ず
る
は
莫
し
。
九
卿
其
の
人
を
得
れ
ば
、
則
ち
百
官
の
職
必
ず
奉
げ
、
公
労
せ
ず
し
て
以
て
其
の
成

(η) 

功
を
牧
む
べ
し
。
他
日
の
憂
い
も
、
亦
此
に
於
い
て
克
る
べ
し
。

こ
れ
公
盆
す
素
心
を
輝
し
、
早
く
異
才
を
求
め
、
植
要
に
布
列
し
、
共
に
至
治
を
園
り
、
以
て
我
が
聖
明
不
世
の
業
を
成
せ
ば
、
結
聞
い

(

向

山

)

蓬
高
に
死
す
と
難
ど
も
、
亦
た
何
を
か
憾
ま
ん
や
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
護
言
は
、
黄
結
が
張
璃
に
宛
て
た
ほ
か
の
手
紙
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。
黄
棺
が
こ
の
よ
う
に
、
再
三
再
四
に
渡
り
張
璃
に

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
で
遮
べ
た
よ
う
に
、
張
璃
政
権
は
積
極
的
に
改
革
を
推
進
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
政
権
に
は
初
め
か
ら
、

判
己
牢
品
し
勾
C
土
品
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な
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
局
面
を
招
い
た
原
因
は
、
政
権
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
張
璃
と
、
そ
れ
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
桂
専
に
あ

る

張
璃
ら
は
「
大
曜
の
議
」
で
勝
利
を
牧
め
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
楊
廷
和
側
の
官
僚
た
ち
と
の
深
刻
な
封
立
を
も
引
き
起
こ
し
た
。

特
に
黄
棺
が
言
っ
た
よ
う
に
、
「
大
穫
の
議
」
の
の
ち
張
璃
は
多
く
の
不
正
を
生
み
出
し
た
従
来
の
政
治
そ
の
も
の
を
壊
そ
う
と
し
た
た
め
、

既
得
権
益
を
侵
さ
れ
た
奮
官
僚
た
ち
か
ら
さ
ら
な
る
恨
み
を
買
っ
た
の
で
あ
る
。
「
明
倫
大
典
』
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
際
に
、
張
璃
は
世
宗
に
、

(
初
)

「
大
穫
の
議
」
の
た
め
に
、
四
五
年
来
、
朝
臣
か
ら
百
回
以
上
に
わ
た
っ
て
弾
劾
さ
れ
て
き
た
と
遮
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
攻
撃
に
封
し
張

聴
・
桂
韮
す
も
一
歩
も
譲
ら
ぬ
姿
勢
を
取
り
、
積
極
的
に
反
封
祇
を
弾
墜
し
た
。
彼
ら
は
「
大
曜
の
議
」
で
慮
分
を
受
け
て
朝
廷
よ
り
追
い
出
さ

(
m
U
)
 

れ
た
大
臣
た
ち
の
召
還
を
園
る
動
き
を
一
貫
し
て
拒
否
し
た
上
、
朝
廷
に
残
っ
て
い
た
反
封
勢
力
に
も
追
い
打
ち
を
か
け
た
。
嘉
靖
六
年
に
桂

(
む
)

事
は
楊
廷
和
の
一
黛
が
な
お
言
路
に
多
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
科
遁
官
に
相
互
に
弾
劾
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
、
裁
可
さ
れ
た
。
さ
ら
に
嘉
靖
五

(
m
m
)
 

二
人
は
い
わ
ゆ
る
李
一
脂
達
事
件
を
機
に
大
獄
を
興
し
、
政
敵
に
大
打
撃
を
輿
え
た
。

年
か
ら
六
年
に
か
け
、



同
様
な
封
立
は
新
政
権
の
指
導
部
の
中
で
も
起
こ
っ
て
い
る
。
楊
廷
和
が
駆
逐
さ
れ
た
後
、
世
宗
は
張
理
、
桂
専
を
も
っ
と
も
信
任
す
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、

い
き
な
り
彼
ら
を
朝
政
の
最
高
責
任
者
に
据
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
ず
は
そ
れ
ま
で
長
ら
く
内
閣
に
い
た
費
宏
を
内
閣
大

事
士
首
輔
に
指
名
し
て
一
時
的
に
政
権
を
任
せ
た
。
費
宏
は
「
大
曜
の
議
」
に
お
い
て
、
楊
廷
和
に
同
調
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
世

宗
の
心
境
を
慮
っ
て
最
し
く
批
判
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
下
級
の
官
僚
か
ら
一
朝
に
し
て
成
り
上
が
っ
た
張
璃
・
桂
専
ら
に
封

(
組
)

し
、
反
針
抵
の
奮
官
僚
た
ち
と
同
じ
く
軽
蔑
す
る
態
度
を
取
り
、
二
人
を
匪
迫
す
る
姿
勢
を
見
せ
、
し
か
も
門
生
故
吏
を
引
き
立
て
て
個
人
の

(

部

)

(

叩

叩

)

(

幻

)

影
響
力
の
掻
大
を
園
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
張
璃
・
桂
専
は
費
宏
と
激
し
く
封
立
し
、
つ
い
に
第
三
者
の
攻
撃
を
利
用
し
て
費
宏
を
失
脚
さ
せ
た
。

費
宏
が
去
っ
た
後
、
張
璃
・
桂
専
の
推
薦
に
よ
り
内
閣
復
踊
を
果
た
し
て
い
た
前
朝
の
老
臣
楊
一
清
が
首
輔
の
座
に
つ
い
た
が
、
や
が
て
そ
の

(

路

)

(

的

)

影
響
力
が
増
大
し
て
い
く
に
つ
れ
張
・
桂
は
却
っ
て
こ
れ
を
脅
威
と
感
じ
始
め
、
も
と
も
と
二
人
に
好
意
的
で
あ
っ
た
楊
一
清
を
攻
撃
し
た
。

(
的
)

そ
の
後
、
張
・
桂
が
楊
一
清
側
の
反
撃
に
遭
い
一
度
朝
廷
を
逐
わ
れ
る
な
ど
泥
仕
合
の
末
、
つ
い
に
居
住
轄
と
方
献
夫
の
助
力
に
よ
り
楊
一
清
を

朝
廷
か
ら
追
い
出
し
、
最
終
的
に
張
聴
が
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
争
い
の
中
、
張
穏
と
桂
苓
の
聞
に
も
地
位
や
影
響

(
幻
)

力
を
め
ぐ
り
、
封
立
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
か
ら
、
封
立
紛
糾
は
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
ま
ず
は
桂
専
が
功
を
焦
り
、
唐
西
の
思
恩
・
回
州
で
起
き
た
反
乱
の
平

(
m
m
)
 

定
に
首
た
り
、
兵
権
を
持
っ
て
い
た
王
陽
明
に
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
出
兵
を
求
め
た
が
、
王
陽
明
は
こ
れ
に
庭
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
桂
専
は
王

陽
明
を
恨
み
、
反
乱
を
平
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
陽
明
を
詩
り
、
王
陽
明
の
死
後
に
、
王
陽
明
に
奥
え
ら
れ
た
様
々
な
恩
典
を
奪
っ
た
り
、

(
似
)

陽
明
皐
へ
の
禁
令
を
護
し
た
り
す
る
よ
う
提
案
し
、
い
ず
れ
も
世
宗
の
裁
可
を
受
け
た
。
こ
れ
に
震
轄
・
方
献
夫
・
黄
結
は
大
い
に
不
平
を
鳴

(
何
)

ら
し
、
上
疏
し
て
争
っ
た
。
嘉
靖
十
二
年
の
冬
に
は
大
同
で
反
乱
が
起
こ
り
、
張
璃
は
劉
源
清
と
い
う
人
物
を
推
薦
し
て
武
力
平
定
に
嘗
た
ら

せ
た
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
す
る
と
夏
言
が
代
王
の
提
案
し
た
懐
柔
策
に
同
調
し
て
張
璃
を
批
判
し
、
世
宗
も
黄
結
を
現
地
に
祇
遣
し
て

53 

柔
軟
な
封
麿
を
取
ら
せ
た
。
し
か
し
張
璃
は
意
見
を
費
え
る
ど
こ
ろ
か
、
辞
職
を
願
い
出
た
上
、
怒
り
を
爆
護
さ
せ
、
自
身
を
諌
め
た
黄
結
の

(
M
m
)
 

ほ
か
、
追
従
を
拒
ん
だ
方
献
夫
、
さ
ら
に
は
、
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
た
桂
写
ま
で
攻
撃
し
た
。
こ
れ
で
張
璃
政
権
は
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
る
。
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王
陽
明
が
弟
子
た
ち
を
強
く
戒
め
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
事
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
張
穏
と
桂
専
は
、
権
力
を
掌
握

し
て
か
ら
、
次
第
に
自
分
の
考
え
に
固
執
し
、
地
位
や
名
撃
に
拘
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
最
後
は
も
は
や
異
議
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
ず
、
黛
祇
聞
の
争
い
に
明
け
暮
れ
る
に
至
る
。
黄
結
が
か
つ
て
張
璃
へ
の
手
紙
で

公
に
在
り
で
は
只
だ
宜
し
く
盆
す
自
ら
惰
検
し
、
盆
す
自
ら
誠
を
積
み
、
以
て
其
の
走
る
を
待
つ
の
み
。
務
め
て
精
一
の
員
俸
を
求
め
、

直
(
の
皐
要
稜
契
た
り
て
、
必
ず
聖
主
を
し
て
異
の
嘉
舜
た
ら
し
め
、
斯
の
士
を
し
て
員
に
亮
舜
の
士
た
ら
し
め
、
斯
の
世
を
し
て
員
に
嘉

舜
の
淳
を
蒙
ら
し
む
る
は
、
乃
ち
公
の
以
て
報
い
を
矯
す
所
な
り
。
此
の
如
く
志
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち
平
日
功
名
の
粋
る
べ
き
、
寵
揮
の

(
引
)

侍
む
べ
き
、
廃
丈
の
増
飾
す
る
は
、
復
た
何
ぞ
有
ら
ん
や
。

と
説
き
、
張
璃
が
地
位
名
撃
や
天
子
の
寵
愛
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
戒
め
た
。
王
陽
明
の
い
う
「
病
痛
」
と
は
、
ま
さ
に
張
璃
の
こ
の

よ
う
な
態
度
を
指
す
。
王
陽
明
の
趣
旨
は
、
改
革
の
具
睦
策
を
議
論
す
る
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
「
病
痛
」
に
封
庭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

東
南
の
小
童
は
、
特
だ
宿
許
の
疾
な
る
の
み
。
草
僚
百
司
各
議
嫉
薫
比
の
心
を
懐
く
は
、
此
れ
則
ち
腹
心
の
耐
に
し
て
、
大
に
憂
う
べ
き
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ぃ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
嘉
靖
六
年
に
彼
は
黄
結
宛
の
手
紙
で
、

者
な
り
。
近
く
二
三
士
夫
の
論
を
見
れ
ば
、
始
め
て
前
此
諸
公
の
心
、
向
お
未
だ
平
貼
せ
ず
し
て
、
姑
く
債
を
待
つ
の
み
を
知
る
。

こ
の
ご
ろ

の
事
に
首
た
る
の
老
も
、
亦
た
未
だ
同
寅
協
恭
の
誠
有
る
を
見
ず
、
間
聞
く
な
ら
く
は
口
従
面
訣
す
る
者
有
り
、
退
い
て
そ
の
私
を
省

み
れ
ば
、
多
く
讐
仇
の
若
し
。
病
麿
の
人
、
愛
す
る
も
助
け
を
矯
す
莫
く
、
縞
か
に
諸
公
の
矯
に
之
を
危
ぶ
み
、
若
何
に
し
て
以
て
其
の

(

川

町

)

後
を
善
く
す
べ
き
か
を
知
ら
ず
。

と
い
い
、
朝
廷
の
官
僚
た
ち
の
祇
闘
争
い
、
そ
し
て
指
導
部
で
の
封
立
は
も
っ
と
も
危
倶
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
比
べ
て
唐
西
で
の
反

乱
な
ど
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
と
遮
ベ
た
。
王
陽
明
は
、
弟
子
た
ち
が
指
導
部
で
の
争
い
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
巌
し
い
意
見
を
述
べ
つ

っ
、
彼
ら
に
自
ら
の
「
良
知
」
に
よ
り
「
病
痛
」
を
徹
底
的
に
治
癒
し
、
そ
し
て
政
権
の
運
管
を
理
想
的
な
方
向
へ
導
く
こ
と
を
望
ん
で
い
た

の
だ
ろ
、
っ
。



し
か
し
事
態
は
こ
の
よ
う
な
方
向
に
は
つ
い
に
進
ま
な
か
っ
た
。
張
聴
は
黄
結
の
諌
め
に
従
っ
て
「
善
類
」
、
「
賢
」
を
要
職
に
登
用
す
る
ど

こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
陰
謀
を
弄
す
る
者
を
身
内
と
し
て
頼
り
、
政
敵
の
排
除
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
事
件
は
、
張
璃
が

己
側
の
太
常
卿
彰
淳
の
童
旦
策
に
よ
り
、
王
陽
明
の
弟
子
で
あ
る
醇
侃
を
利
用
し
て
首
時
蓋
頭
し
て
い
た
夏
言
を
陥
れ
よ
う
と
し
た
事
件
で
あ
る
。

結
局
こ
の
陰
謀
は
護
費
し
、
張
璃
は
世
宗
に
よ
っ
て
一
時
的
に
朝
廷
を
逐
わ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
張
璃
は
世
宗
の
信
頼
を
失
い
、
夏
言

(

川

間

)

の
蓋
頭
は
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
大
同
事
件
で
も
、
吏
部
尚
書
の
迂
鉱
が
個
人
的
な
恨
み
か
ら
、
張
聴
に
附
和
し
て
黄
棺
を
攻
撃
し
て
い

(

削

)

(

肌

)

た
。
そ
し
て
張
聴
が
推
薦
し
た
劉
源
清
も
、
黄
結
の
調
査
に
よ
る
と
、
反
乱
の
平
定
を
失
敗
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
汚
職
に
ま
み
れ
で
も
い
た
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
か
つ
て
の
抵
閥
政
治
復
活
へ
の
遁
を
辿
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
『
明
史
」
も
張
璃
に
つ
い
て
、

(
問
)

力
め
て
人
臣
の
私
黛
を
破
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
己
先
ん
じ
て
薫
魁
と
馬
る
。

と
許
し
て
い
る
。
嘉
靖
十
一
年
に
張
璃
は
弾
劾
を
受
け
て
世
宗
よ
り
三
度
目
の
致
仕
を
命
じ
ら
れ
る
。
方
献
夫
は
上
疏
し
て
張
璃
の
復
蹄
を
願

(
m
m
)
 

い
出
る
が
、
そ
の
中
で

よ

み

に

く

お

さ

字
敬
才
大
に
し
て
量
小
さ
く
、
志
正
し
く
て
識
宏
か
ら
ず
、
善
を
善
す
る
に
短
に
し
て
悪
を
悪
む
に
長
じ
、
好
を
萱
め
弊
を
革
む
る
の
意

多
く
し
て
、
垢
を
含
め
汚
れ
を
納
む
る
の
意
少
な
く
、
事
必
ず
己
に
由
り
、
善
を
人
と
同
じ
く
す
る
能
わ
ず
、
賢
才
を
奉
げ
て
小
過
を
赦
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す
を
肯
ん
ぜ
ず
、
此
れ
其
の
短
な
る
所
な
り
。

と
、
張
璃
の
政
治
が
濁
断
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で

皇
上
孜
孜
と
し
て
治
を
求
む
る
こ
と
今
に
子
い
て
十
有
一
年
な
り
て
、
字
敬
政
を
得
る
こ
と
も
亦
た
且
つ
五
六
年
な
り
。
し
か
る
に
治
殺

未
だ
成
ら
ざ
る
者
は
、
賓
に
一
一
一
の
好
人
其
の
聞
を
梗
ぎ
、
未
だ
曾
て
協
一
せ
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
。

と
張
璃
の
た
め
時
護
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
一
文
は
同
時
に
、
政
権
内
部
で
の
札
蝶
の
た
め
、
張
穏
な
ど
の
進
め
た
改
革
が
狙
い
通
り
の
成
果

を
政
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
張
璃
は
自
ら
の
意
志
を
継
ぐ
後
継
者
を
残
す
こ
と
も
で
き
ず
、
意
見
の
異
な
る
者

hh  
JJ 

を
押
さ
え
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
夏
言
の
蓋
頭
を
招
き
、
政
敵
に
権
力
の
座
を
明
け
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
夏
言
が
権
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力
を
掌
握
し
て
か
ら
の
政
治
賦
況
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
張
璃
か
ら
夏
言
、
そ
し
て
巌
嵩
ま
で
、
宜
官
に
釘
す
る
内
閣
首
輔
大
臣
の
権
威
が
一
直

(
酬
)

線
に
低
落
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
張
聴
が
去
っ
た
後
に
、
官
官
の
勢
力
が
再
び
掻
大
し
始
め
た
こ
と
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

(
川
)

そ
し
て
梁
方
仲
氏
「
明
代
一
候
鞭
法
年
表
」
の
「
後
記
」
に
よ
れ
ば
、

一
候
鞭
法
が
施
行
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
嘉
靖
の
初
年
、
張
硝
拓
政
権
の
時

代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
嘉
靖
の
末
年
に
首
た
る
嘉
靖
四
十
年
前
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
夏
言
・
巌
嵩
政
権
の
下
で
は
、
張
璃
政
権
で
行
わ
れ
た
土
地
賦
役
に
閲
す
る
改
革
も
積
極
的
に
受
け
継
が

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
張
璃
政
権
の
改
革
は
、
政
権
の
消
滅
に
よ
り
ほ
ど
な
く
頓
挫
し
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

本
稿
で
は
、
こ
の
世
を
去
る
間
際
ま
で
張
璃
政
権
の
動
向
を
見
つ
め
て
い
た
王
陽
明
の
、
政
権
内
の
弟
子
達
に
自
ら
示
し
た
一
種
の
政
治
倫

理

つ
ま
り
政
治
活
動
の
原
則
を
、
歴
史
的
事
賓
に
印
し
て
分
析
し
て
き
た
。
最
後
に
、
『
惇
習
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
王
陽
明
の
幾
っ
か

56 

の
護
言
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
を
要
約
し
な
が
ら
、
陽
明
亭
の
性
質
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
。

王
陽
明
が
主
張
し
た
政
治
倫
理
は
、
『
王
陽
明
全
集
』
巻
六
に
あ
る
「
輿
黄
宗
賢
」
と
い
う
手
紙
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
が

黄
結
ら
に
求
め
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
古
の
大
臣
」
の
「
休
休
の
容
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
他
人
の
過
ち
を
許
し
、
有
盆
な
意
見
を
積

極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
と
封
極
に
あ
る
の
が
、
「
良
知
」
に
よ
っ
て
除
去
す
べ
き
「
病
痛
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

張
璃
・
桂
専
が
賓
際
取
っ
た
よ
う
な
、
自
分
自
身
の
意
見
を
ひ
た
す
ら
貫
き
、
意
見
の
異
な
る
者
を
恕
理
矢
理
押
さ
え
つ
け
よ
う
と
す
る
態
度

を
言
、
っ
。
『
惇
習
録
』
に
は
以
下
の
一
僚
が
あ
る
。

一
友
常
に
気
を
動
か
し
人
を
責
め
易
し
。
先
生
之
を
警
め
て
日
く
、
撃
は
須
く
己
に
反
る
べ
し
。
若
し
徒
に
人
を
責
め
ば
、
只
だ
人
の
不

日
疋
を
見
得
し
、
自
己
の
非
を
見
ず
。
若
し
能
く
己
に
反
ら
ば
、
方
め
て
自
己
の
許
多
の
未
だ
査
さ
ざ
る
庭
有
る
を
見
ん
。
一
笑
ぞ
人
を
責
む

る
に
暇
あ
ら
ん
や
。
舜
の
能
く
象
の
倣
り
を
化
し
得
た
る
は
、
其
の
機
括
は
只
だ
是
れ
象
の
不
是
を
見
ざ
れ
ば
な
り
。
若
し
舜
只
だ
他
の



姦
悪
を
正
さ
ん
こ
と
を
要
め
ば
、
就
ち
象
の
不
是
を
見
得
せ
ん
。
象
日
疋
れ
倣
人
な
れ
ば
、
必
ず
相
下
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
如
何
ぞ
他
を
感
化

な
ん
じ

し
得
ん
。
是
の
友
感
悔
す
。
日
く
、
体
今
後
只
だ
去
き
て
人
の
是
非
を
論
ず
る
要
か
ら
ず
。
凡
そ
嘗
み
に
人
を
責
斡
附
す
る
時
、
就
ち

(
附
)

一
件
の
大
己
私
と
把
り
倣
し
、
克
ち
去
り
て
方
め
て
可
な
り
。

こ
こ
で
王
陽
明
は
あ
る
「
友
」
に
、
人
を
責
め
る
こ
と
は
、
自
ら
の
「
非
」
を
反
省
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
悪
人
を
糾
弾
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
を
「
感
化
」
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
と
説
き
、
他
人
の
善
し
悪
し
を
議
論
す
る
こ
と
を
ま
さ
に
「
私
」
と
し
た
。
こ
の
謹
言

は
、
本
丈
で
考
察
し
た
現
賓
政
治
の
文
脈
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
張
穏
や
桂
募
へ
の
批
判
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
異

を
唱
え
る
者
の
弾
匿
に
、
必
々
と
し
、
自
分
自
身
の
政
策
方
針
に
あ
く
ま
で
固
執
す
る
こ
と
で
、
封
立
を
ま
す
ま
す
激
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
張
璃
・
桂
専
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
の
は
、
自
ら
の
地
位
名
書
へ
の
執
着
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
に
封
し
『
惇
習
録
』

の
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先
生
日
く
、
聖
賢
は
功
業
気
節
無
き
に
非
ざ
れ
ど
、
但
だ
其
れ
這
の
天
理
に
循
著
す
れ
ば
、
則
ち
便
ち
日
疋
れ
這
な
り
、
事
功
気
節
を
以
て

(
即
)

名
づ
く
べ
か
ら
ず
。

と
い
う
一
候
も
彼
ら
に
痛
棒
を
喰
ら
わ
せ
て
い
る
。
従
う
べ
き
は
あ
く
ま
で
天
理
で
あ
り
功
名
心
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

諸
君
只
だ
常
常
個
の
世
を
遁
れ
て
悶
ゆ
る
無
く
、
是
と
せ
ら
れ
ず
し
て
悶
ゆ
る
無
き
の
心
を
懐
く
を
要
し
、
こ
の
良
知
に
依
り
て
、
忍
耐

な

か

ん

し
て
倣
し
去
り
、
人
の
非
笑
に
管
せ
ず
、
人
の
致
詩
に
管
せ
ず
、
人
の
栄
辱
に
管
せ
ず
、
他
の
功
夫
の
唯
一
む
有
る
、
退
く
有
る
に
任
せ
て
、

我
は
只
だ
是
れ
這
の
良
知
を
致
す
の
主
宰
息
ま
ず
ん
ば
、
久
久
に
し
て
自
然
に
力
を
得
る
慮
あ
り
、

(
川
)

動
か
ざ
ら
ん
。

一
切
の
外
事
に
も
、
亦
た
自
ら
能
く

と
あ
る
よ
う
に
、
内
心
に
お
け
る
「
良
知
」
の
「
主
宰
」
が
確
立
さ
れ
れ
ば
、
俗
世
間
の
致
審
褒
庇
な
ど
も
は
や
何
の
慣
値
も
持
た
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
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黄
棺
に
宛
て
た
手
紙
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
良
知
」
の
説
は
、
明
ら
か
に
政
治
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
ぴ
て
い
る
。
先
程
掲
げ
た
「
惇
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習
録
」
の
い
く
つ
か
の
記
載
も
、
恐
ら
く
本
論
で
述
べ
た
現
賓
政
治
の
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
意
圃
し
た
所
は
は
っ
き
り
と

誼
み
解
け
な
い
だ
ろ
う
。
陽
明
随
一
千
は
政
治
の
た
め
の
事
問
と
は
言
え
な
い
が
、
高
度
な
政
治
性
を
有
し
て
い
る
皐
問
で
あ
る
こ
と
は
、
本
論
の

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
今
後
陽
明
撃
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
う
際
に
も
、
こ
の
貼
に
十
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

最
後
に
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
余
英
時
氏
の
説
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
氏
は
、
明
の
一
大
子
に
よ
る
士
大
夫
へ
の
建
酷
な
弾
匿
と
い
う
現
賓
を
前

に
、
王
陽
明
は
つ
い
に
宋
撃
の
「
君
を
得
て
遁
を
行
う
」
と
い
う
路
線
を
拾
て
ざ
る
を
得
ず
、
中
央
政
界
か
ら
離
れ
て
一
般
民
衆
の
教
化
に
縛

向
し
た
、
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
事
賓
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
王
陽
明
は
北
京
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
な
お
中
央
の
動
向
を
細
か
に
観
察
し
、
弟
子
を
通
じ
て
朝
政
に
影
響
を
奥
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
も
彼
は
、
か
つ
て
方
献
夫
に
宛

て
た
手
紙
に
お
い
て
、

聖
主
聴
明
に
し
て
世
出
せ
ず
、
諸
公
証
に
知
遇
を
蒙
る
こ
と
此
く
の
若
く
ん
ば
、
安
ん
ぞ
一
出
し
て
報
ゆ
る
を
園
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
。
今

日
の
急
と
す
る
所
は
、
惟
だ
君
徳
を
培
養
し
、
其
の
志
向
を
端
す
に
在
る
の
み
。
此
に
於
い
て
立
つ
る
有
れ
ば
、
政
間
た
る
に
足
ら
ず
、
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人
摘
め
ら
る
に
足
ら
ず
、
是
れ
一
た
び
君
を
正
せ
ば
圃
定
ま
る
と
謂
う
。
然
れ
ど
も
此
れ
君
に
忠
な
り
て
圃
に
報
ゆ
る
の
誠
有
り
、
其
の

よ

(

瑚

)

心
断
断
休
休
た
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
亦
た
只
だ
其
の
外
に
於
い
て
議
論
粉
飾
す
る
を
好
し
と
す
る
の
み
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
天
子
の
徳
を
養
成
し
て
固
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
、
ま
さ
に
「
君
を
得
」
ょ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
全
瞳
的
に
見
れ
ば
、
王
陽
明
、
あ
る
い
は
陽
明
皐
は
、
む
し
ろ
ま
ず
士
大
夫
自
身
の
問
題
に
封
庭
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の

手
紙
で
も
天
子
で
は
な
く
ま
ず
大
臣
と
し
て
の
方
献
夫
に
「
断
断
休
休
」
な
る
心
を
求
め
、
こ
れ
を
天
子
の
心
を
正
す
こ
と
の
必
要
保
件
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
黄
結
は
張
璃
へ
の
手
紙
の
中
で
、

既
に
し
て
聖
明
翻
悟
し
、
我
が
公
及
び
見
山
諸
公
を
信
任
し
、
以
て
千
載
の
奇
逢
と
属
す
も
、
諸
公
又
た
憂
い
を
同
じ
く
し
て
慮
り
を
合

し
、
以
て
中
興
の
規
模
を
定
め
、
以
て
天
下
の
心
を
一
に
し
、
以
て
天
下
の
治
を
成
さ
ず
、
各
己
見
を
懐
き
、
互
相
に
同
異
し
、
人
情
を



し
て
今
に
至
る
も
定
ま
ら
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
聖
心
疑
わ
ず
と
謂
う
は
、
可
な
る
か
。
聖
心
既
に
疑
え
ば
、
此
れ
園
田
疋
定
ま
ら
ざ
る
所
以
、

思
志
一
な
ら
ざ
る
所
以
、
積
習
の
印
刷
失
え
難
き
所
以
、
而
し
て
治
功
の
日
に
遠
き
所
以
な
り
。
:
・
聖
明
の
英
志
、
決
し
て
歎
歌
た
る
の
み
に

非
ず
、
其
れ
功
を
急
ぎ
利
に
趨
く
の
徒
は
、
必
ず
特
に
開
導
迎
合
す
る
所
有
り
て
、
以
て
其
の
身
固
を
遂
げ
ん
と
す
。

(
川
)

一
人
を
増
や
さ
ば
則
ち
一
一
震
を
増
や
す
。

ち
一
人
を
増
や
す
、

一
事
を
興
さ
ば
則

と
論
じ
て
い
る
。
臣
下
の
封
立
紛
糾
が
天
子
の
疑
い
を
招
き
、
そ
れ
ゆ
え
改
革
に
あ
た
り
天
子
の
全
面
的
な
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
天

子
に
迎
合
し
て
私
利
を
固
る
小
人
が
信
頼
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
張
聴
政
権
の
改
革
が
全
面
的
な
成
功
を
牧
め
ら

れ
な
か
っ
た
最
大
の
要
因
で
あ
る
。
天
子
の
政
治
権
力
が
大
幅
に
強
化
さ
れ
、
士
大
夫
官
僚
が
そ
れ
に
強
く
意
見
で
き
な
い
と
い
う
賦
況
下
で

の
窮
絵
の
策
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
陽
明
撃
は
確
か
に
士
大
夫
自
身
の
心
を
正
し
て
か
ら
、
天
子
を
「
感
化
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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ロ(
1
)

允
長
文
化
{
貫
業
、
二
O
O
四。

(
2
)

『
宋
明
理
由
学
奥
政
治
文
化
」
第
六
章
を
参
照
。

(
3
)

な
お
、
尤
淑
君
氏
の
著
書
『
名
分
檀
秩
興
皇
権
重
塑
一
大
雄
議
奥

嘉
靖
政
治
文
化
』
(
図
立
政
治
大
息
子
歴
史
的
学
系
、
二

O
O
六
)
は
、

そ
れ
ま
で
の
「
大
曜
の
議
」
に
関
す
る
研
究
を
最
も
詳
細
に
ま
と
め

て
い
る
。

(
4
)

枇
舎
科
向
学
文
献
出
版
壮
、
二

O
O
七。

(
5
)

『
明
史
』
春
一
百
九
十
七
、
「
黄
結
惇
」
。

(
6
)

『
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
二
。
世
{
一
市
の
名
が
朱
厚
惚
で
あ
る
た
め
、

嘉
靖
十
年
に
張
璃
は
世
宗
の
詳
を
避
け
て
改
名
を
願
い
山
、
世
宗
か

ら
「
字
敬
」
と
い
う
名
を
賜
っ
た
。
こ
の
た
め
、
『
嘉
靖
以
来
首
輔

惇
』
な
ど
の
彼
に
閲
す
る
記
録
で
は
「
張
竿
敬
」
の
名
が
使
わ
れ
て

い
る
。

(
7
)

「
蔦
暦
野
獲
編
』
巻
二
十
、
「
一
一
百
事
」
「
陸
澄
六
緯
」
「
文
成
之
附
大

櫨
不
可
知
、
然
其
高
弟
如
方
献
夫
・
席
書
・
霊
翰
・
黄
結
輩
皆
大
櫨

貴
人
、
文
成
無
二
一
百
非
之
、
意
澄
言
亦
不
妄
o
」

(
8
)

「
新
中
華
』
十
二
巻
七
期
、
一
九
四
九
。

(
9
)

「
明
史
』
巻
一
百
九
十
七
、
「
席
書
惇
」

0

(
日
)
「
主
陽
明
全
集
』
(
上
海
古
籍
出
版
祉
、
一
九
九
二
)
巻
三
十
一
一
一
、

「
年
譜
こ
、
正
徳
四
年
「
始
席
元
山
主
目
提
督
皐
政
、
問
朱
陸
同
異

之
排
。
:
:
:
往
復
数
回
、
部
然
大
悟
、
:
:
:
遂
奥
毛
憲
副
修
葺
書
院
、

身
率
貴
陽
諮
生
、
以
所
事
師
糧
事
之
。
」

(
日
)
『
明
儒
間
半
案
』
巻
三
十
、
「
函
号
閑
王
門
的
学
案
」
「
嶺
海
之
士
、
準
於

文
成
者
、
白
方
西
樵
始
。
:
:
:
西
樵
名
献
夫
、
字
叔
賢
。
弱
冠
奉
準
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士
。
潟
吏
部
主
事
、
逗
員
外
郎
。
陽
明
起
白
論
所
、
潟
主
事
、
官
階

亜
於
西
樵
。
今
日
輿
語
、
西
樵
有
必
田
於
心
、
剖
唯
一
拝
稽
弟
子
。
」

(
ロ
)
『
明
儒
向
学
案
」
虫
色
十
一
二
、
「
街
中
王
門
拳
案
三
・
向
書
黄
久
庵
先
生

結
」
「
陽
明
婦
越
、
先
生
過
之
、
開
致
良
知
之
致
、
:
:
:
乃
稽
門
弟

子
。
:
:
:
又
以
女
妻
陽
明
之
子
正
億
、
橋
之
金
陵
、
錆
其
外
侮
。
」

(
日
)
『
明
儒
皐
案
」
巻
十
四
、
「
祈
中
王
門
的
学
案
四
・
侍
郎
黄
致
驚
先
生

宗
明
」
「
黄
宗
明
字
誠
甫
、
・
・
・
先
生
受
皐
於
陽
明
、
陽
明
謂
誠
甫

白
常
一
日
千
里
、
任
重
遁
透
、
五
円
非
誠
甫
誰
望
耶
。
則
其
属
意
亦
至

怠ん
0

」

(
比
)
方
献
夫
は
正
徳
中
に
主
陽
明
の
弟
子
と
な
っ
て
ま
も
な
く
郷
里
へ

蹄
り
、
嘉
靖
元
年
の
夏
ま
で
の
十
年
間
、
西
樵
山
で
謹
書
し
て
い
た

(
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
方
献
夫
惇
」
)
o

窪
翰
も
正
徳
甲
戊
、

つ
ま
り
正
徳
九
年
に
進
士
と
な
っ
た
後
に
郷
里
の
南
海
に
蹄
り
、
嘉

靖
の
初
年
ま
で
凶
樵
山
で
讃
書
し
て
い
た
(
『
明
儒
皐
案
』
巻
五
十

一
二
、
「
諸
儒
墜
案
下
会
-
文
敏
震
沼
崖
先
生
稲
」
)

0

(
日
)
『
王
陽
明
全
集
』
巻
二
十
一
、
「
奥
震
冗
崖
宮
端
」
「
往
炭
曾
辱
大

韓
議
見
示
、
時
方
在
哀
荻
、
心
主
円
其
説
而
不
敢
奉
復
。
」

(
日
目
)
中
山
八
郎
『
明
清
史
論
集
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
)
一
四
一
一
一

百ハ。

(
げ
)
前
掲
中
山
氏
著
書
一
四
三
一
見
。
な
お
、
中
山
氏
が
こ
の
よ
う
に
判

断
し
た
の
は
、
『
凶
朝
献
徴
録
」
巻
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
胡
松

の
「
桂
公
募
墓
表
」
の
「
公
室
町
排
王
先
生
伯
安
之
皐
、
殆
於
娼
忌
、

鈴
鶏
以
局
不
然
、
蓋
陽
明
両
慶
之
役
、
寒
由
公
薦
、
其
謂
一
時
天
下

之
才
無
出
陽
明
右
者
、
出
州
之
事
、
非
斯
人
不
足
以
済
、
是
心
也
、

天
下
之
公
心
也
o
」
と
い
う
記
述
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
五
、
「
王
陽
明
惇
」
を
見
る
と
、

桂
専
は
王
陽
明
を
推
薦
し
た
際
に
す
で
に
王
陽
明
と
仲
違
い
し
て
お

り
、
彼
を
推
薦
し
た
の
も
、
張
璃
の
意
向
に
従
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
お
)
前
掲
中
山
氏
著
書
一
四
三
頁
。

(
四
)
「
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
二
「
上
段
以
追
崇
献
皇
帝
后
得
倫
志
、

欲
録
以
成
書
、
而
品
子
敬
潟
総
裁
、
写
生
寸
副
罵
o

航
成
、
進
之
、
名
日

明
倫
大
典
。
早
ナ
敬
進
少
停
、
加
太
子
太
博
、
吏
部
向
書
、
謹
身
殿
大

間
半
士
。
写
己
震
吏
部
尚
書
、
加
少
保
、
太
子
太
停
。
方
献
夫
亦
加
太

子
太
保
。
震
翰
准
一
種
部
向
童
日
、
濁
固
辞
不
就
、
而
熊
決
、
黄
結
以
下
、

皆
膝
貴
実
。
」

(
却
)
「
明
史
』
巻
一
百
十
二
、
「
七
卿
年
表
二
」
。

(
幻
)
「
明
史
』
巻
一
百
十
、
「
宰
輔
年
表
二
」

0

(
辺
)
「
明
史
』
巻
一
百
十
、
「
宰
輔
年
表
一
一
」
。
張
聴
は
嘉
靖
六
年
に
内

悶
入
り
を
果
た
し
て
か
ら
、
十
四
年
に
政
界
を
引
退
す
る
ま
で
、
三

回
に
渡
り
世
宗
に
致
仕
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
一
ヶ
月

前
後
か
ら
一
年
足
ら
ず
と
い
う
短
い
期
間
で
復
職
し
た
。

(
お
)
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
七
、
「
震
給
停
」

0

(μ)

『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
一
百
二
十
四
、
蒋
晃
「
矯
後
大
宗
疏
」
「
臣

備
員
内
閣
、
縞
見
朝
廷
二
三
年
来
、
累
次
ム
叩
官
舎
議
大
躍
、
因
考
之

儀
雄
及
春
秋
経
惇
等
書
、
子
山
人
局
後
大
宗
之
義
、
頗
知
其
築

0

・
:
:
我
崩
宗
刺
建
皐
立
師
、
専
以
五
経
四
童
自
負
数
、
凡
儒
先
註
程
、

難
粂
釆
衆
説
、
一
主
二
程
朱
子
之
言
、
以
上
宗
子
孔
子
。
:
:
・
近
数

年
来
、
異
説
競
起
、
日
疋
以
占
人
潟
後
大
宗
之
義
、
不
明
子
天
下
。
臣

因
奉
程
朱
諸
儒
所
論
、
有
輿
古
義
互
相
愛
明
者
、
撮
其
大
要
、
候
列

一
二
、
謹
録
進
呈
o
」
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蒋
売
は
「
大
穫
の
議
」
に
お
い
て
首
初
か
ら
、
内
閣
で
第
二
位
を

占
め
る
大
皐
士
と
し
て
楊
廷
和
に
追
従
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

(
お
)
『
明
史
』
春
一
百
九
十
七
、
「
席
書
惇
」
、
お
よ
び
巻
一
百
九
十
六
、

「
方
献
夫
惇
」
o

そ
し
て
張
璃
も
同
じ
趣
旨
の
護
言
を
し
て
い
る

(
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」
)

0

王
陽
明
は
か
つ
て
弟
子
の
郡
守
盆
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
、
植

は
人
情
に
よ
る
と
い
う
説
を
説
い
て
い
る
。
『
王
陽
明
全
集
』
巻
六
、

「
寄
都
議
之
」
第
二
通
「
先
王
制
種
、
皆
因
人
情
而
潟
之
節
文
、
日
疋

以
行
之
寓
世
而
皆
準
。
其
或
反
之
吾
、
心
而
有
所
未
安
者
、
非
其
惇
記

之
批
閥
、
則
、
必
古
今
風
気
習
俗
之
異
宜
者
実
。
此
難
先
王
未
之
有
、

亦
吋
以
義
起
、
三
王
之
所
以
不
相
襲
穫
也
o
」

(
お
)
『
明
史
」
巻
一
百
九
十
、
「
楊
廷
和
惇
」

0

(
幻
)
『
明
史
紀
事
本
末
」
巻
五
十
、
「
大
穫
議
」
「
廷
和
見
勢
不
得
己
、

乃
草
救
下
礎
部
日
、
聖
一
母
慈
書
皇
太
后
諮
旨
、
以
股
讃
承
大
統
、
本

生
父
血
ハ
献
王
宜
稽
血
ハ
献
帝
、
は
宜
稀
血
ハ
献
后
、
憲
廟
貴
妃
部
氏
稽
皇

太
后
、
仰
承
慈
命
、
不
敢
国
連
。
帝
従
之
。
廷
和
志
仮
は
后
、
示
非

廷
議
意
也
o
」

(
お
)
『
明
史
』
巻
二
回
、
「
后
妃
惇
二
」
。

(
m
U
)

張
氏
の
一
族
は
明
代
有
数
の
外
戚
集
固
で
あ
り
、
そ
の
兄
弟
の
張

鶴
齢
、
張
延
齢
は
嘗
時
、
田
地
の
ほ
か
多
く
の
商
業
上
の
利
権
を
有

し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
文
俊
「
明
代
中
期
の
外
戚
、

張
氏
兄
弟
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
九
巻
第
三
援
、
一
九
九

O
)
を

参
照
。

(
初
)
『
楊
文
忠
三
録
』
巻
四
、
「
頑
草
徐
録
」
「
慈
毒
遣
散
本
官
停
論
、

欲
改
殻
旨
骨
川
聖
己
目
。
珠
奥
同
官
三
日
、
:
:
:
凡
事
皆
以
務
巳
日
行
之
、
主
血

善
蓋
美
、
高
世
稽
領
、
若
欲
改
稀
聖
旨
、
事
程
似
有
未
安
。
:
:
:
久

之
又
来
惇
議
云
、
前
代
有
稽
聖
旨
日
疋
如
何
。
我
輩
云
、
世
代
不
問
、

法
度
亦
異
、
:
:
:
遂
不
復
言
。
」

(
況
)
こ
の
王
環
こ
そ
が
、
正
徳
年
間
に
兵
部
白
書
の
任
に
あ
っ
た
際
に
、

寧
王
震
濠
の
反
乱
を
珠
見
し
、
王
陽
明
を
江
西
に
汲
遣
し
て
防
備
さ

せ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
楊
廷
和
は
一
貫
し
て
寧
王
を
擁
護

し
た
。
詳
細
は
、
羅
輝
映
氏
の
論
文
「
楊
廷
和
事
略
考
賓
」
(
「
中
園

史
研
究
』
一
九
九

O
年
第
二
期
)
を
参
照
。

(
ロ
)
「
世
宗
賓
録
』
巻
一
、
正
徳
十
六
年
四
月
己
西
「
六
科
給
事
中
張

九
欽
等
劾
奏
大
向
学
士
梁
儲
結
附
権
姦
、
持
泊
料
固
寵
、
吏
部
向
圭
目
玉
墳

濫
盟
問
将
官
、
依
阿
権
倖
、
巡
撫
順
天
都
御
史
劉
蓬
・
巡
撫
宣
大
都
御

史
寧
呆
窓
藷
姦
黛
、
貧
財
害
民
、
及
戸
部
向
主
目
楊
浬
:
:
:
櫨
部
右
侍

郎
張
豆
倶
庸
随
不
職
。
十
三
道
監
察
御
史
李
献
等
亦
上
書
論
劾
儲
等
、

而
及
櫨
部
侍
郎
顧
清
・
・
・
・
・
・
巡
撫
検
林
郁
御
史
陳
珂
。
」

(
お
)
「
世
宗
賓
録
』
省
一
、
一
止
徳
十
六
年
四
月
己
凶
「
口
L

目
、
王
理
上

疏
言
、
大
阻
学
士
楊
廷
和
縞
撹
乾
綱
、
事
多
専
檀
、
擢
其
子
慎
及
第
第

一
、
改
其
弟
廷
儀
吏
部
侍
郎
、
曾
不
引
避
、
又
私
其
郷
人
、
毎
毎
越

砂
美
官
、
庇
其
所
私
厚
。
」

(
但
)
李
淘
「
「
大
雄
一
議
」
典
明
代
政
治
」
(
『
束
北
師
大
串
報
』
(
哲
学
祉

合
円
科
向
学
版
)
一
九
八
六
年
第
五
期
)

0

(
お
)
「
皇
明
紀
略
』
「
孝
皇
時
、
管
河
通
政
奏
巡
按
御
史
陸
俗
私
縦
長
均
倍

則
例
、
又
檀
革
接
遮
夫
役
。
召
内
関
口
、
陸
俗
気
御
史
、
乃
敢
檀
作

均
仲
間
則
例
、
減
産
同
制
夫
役
:
:
:
上
H
、
己
姑
令
回
話
、
縦
不
深
昇
、

亦
須
薄
懲
、
今
府
懸
往
往
達
一
詔
乱
法
、
更
賦
饗
径
、
刻
矯
成
書
、
県

行
於
時
、
漫
加
盟
…
糾
奉
者
。
」
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(
お
)
『
世
宗
賓
録
』
巻
十
四
、
嘉
靖
元
年
五
月
発
亥
「
戸
部
覆
河
南
布

政
司
参
議
徐
文
薄
奏
賦
役
之
法
、
組
宗
成
規
、
不
容
婆
乱
、
:
:
:
乞

行
各
該
撫
按
、
令
一
廉
賦
役
、
悉
運
組
宗
奮
制
、
:
:
:
有
不
運
奮
制
、

妄
議
立
法
、
邸
坐
以
索
引
飢
成
法
之
罪
、
開
有
於
人
情
土
俗
不
使
者
、

聴
撫
按
官
従
長
議
慮
、
事
韓
重
大
者
、
奏
請
定
奪
、
不
許
任
情
率
意
、

愛
法
擾
人
。
得
旨
、
知
議
。
」

(
幻
)
『
石
龍
集
』
巻
十
九
、
「
寄
羅
峰
主
目
」
第
三
首
。

(
お
)
張
璃
も
「
大
穫
の
議
」
後
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
以
前
の
内
閣
を
股

し
く
批
判
し
た
。
「
太
師
張
文
忠
公
文
集
』
巻
四
、
「
請
宣
詠
内
閣
」

「
(
内
閣
)
又
持
主
張
某
人
陸
某
官
、
吏
部
莫
敢
不
従
。
甚
至
陸
官

文
窓
、
亦
億
取
討
。
或
奥
私
徒
、
各
庭
求
索
、
或
就
家
韓
責
、
位
同
園

求
賢
之
心
絶
無
也
。
」

(ω)
『
石
龍
集
』
巻
十
八
、
「
寄
席
元
山
」
第
二
首
。

(
羽
)
『
世
宗
賓
録
』
巻
三
十
九
、
嘉
靖
三
年
五
月
発
未
「
巡
撫
鳳
陽
侍

郎
席
書
唯
一
大
穂
考
議
。
其
国
各
日
、
:
:
:
宋
儒
論
漢
事
日
、
始
於
講
山
門
子

不
明
、
終

T
固
執
私
意
、
正
今
円
諸
臣
之
謂
也
o
」

(
H
U
)

『
明
史
研
究
論
叢
』
第
三
輯
、
江
蘇
古
籍
出
版
枇
、
一
九
八
五
。

(
必
)
中
国
枇
合
同
科
撃
出
版
枇
、
二

O
O
二。

(
必
)
『
明
史
」
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」

0

(
叫
)
『
石
龍
集
』
巻
十
九
、
「
寄
羅
峰
主
目
」
第
三
首
。

(
釘
)
『
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
」
巻
二
「
安
昌
伯
故
外
戚
也
、
而
家
詰
封
。

局
十
敬
謀
之
吏
部
尚
書
方
献
夫
、
伴
引
唐
宋
故
事
、
如
長
孫
無
忌
・
郭

子
儀
・
曹
彬
皆
以
大
動
挟
板
房
、
然
封
爵
不
及
世
、
而
安
昌
伯
等
乃

世
乎
。
昌
子
敬
白
之
、
上
悉
議
従
革
、
其
見
封
者
僅
終
身
、
人
以
震

快。」

(
必
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」

0

(
幻
)
鎮
守
(
臣
官
に
つ
い
て
は
、
野
田
徹
「
嘉
靖
朝
に
お
け
る
鎮
守
宣
官

裁
革
に
つ
い
て
」
(
『
史
淵
』
第
一
三
七
輯
、
二

0
0
0
)
を
参
照
。

(
必
)
『
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
二
に
あ
る
張
聴
の
惇
記
に
「
然
自
是
能

得
L
L
意
、
数
数
一
一
百
中
貴
人
之
使
外
者
多
倉
一
横
、
骨
川
園
議
賊
。
上
且
ハ
悉

其
状
、
悉
裁
革
鎮
守
・
監
倉
・
市
舶
之
数
、
後
先
殆
室
。
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

『
清
匡
文
集
』
巻
二
つ
「
惰
室
田
疏
」
「
再
按
、
内
臣
監
局
官
員
、
伏

讃
皇
明
組
訓
、
置
職
甚
詳
、
惟
弘
治
年
間
儒
臣
失
考
而
不
及
纂
述
、

:
:
伏
望
効
下
種
部
、
行
司
稽
監
備
査
洪
武
年
間
各
監
局
職
掌
何
如
、

員
数
何
如
、
列
聖
以
来
欽
差
事
例
何
如
、
今
日
員
数
何
如
、
途
館
稽

纂
罵
o
」

濯
翰
の
い
う
「
欽
差
」
と
は
つ
ま
り
『
首
輪
惇
』
に
あ
る
鎮
守
・

監
倉
な
ど
の
様
々
な
地
方
駐
在
の
(
臣
官
の
こ
と
で
あ
る
。

(
羽
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
方
献
夫
惇
」
。

(
印
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」

0

(
日
)
『
西
樵
遺
稿
』
巻
三
、
「
請
復
召
張
内
輔
疏
」
「
其
行
事
之
正
、
皆

人
莫
敢
局
者
、
而
学
敬
毎
力
矯
之
。
小
者
且
不
暇
論
、
其
大
者
、
如

革
去
皇
親
襲
爵
、
則
外
戚
側
目
失
。
草
去
天
下
鎮
守
、
則
内
臣
切
歯

実
。
此
二
事
、
難
聖
明
主
之
於
上
、
然
輔
相
者
梢
有
所
願
忌
、
必
不

肯
権
首
相
成
。
」

(
臼
)
た
と
え
ば
清
水
泰
次
の
「
投
献
考
」
(
同
氏
「
明
代
土
地
制
度
史

研
究
』
、
大
安
、
一
九
六
八
)
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
「
石
龍
集
』
巻
十
六
、
「
上
西
涯
先
生
論
時
務
書
」
「
今
海
内
田
干
涼

常
字
、
:
:
:
賦
役
目
急
一
口
、
前
日
之
所
一
謂
富
民
、
今
己
退
局
窮
民
、
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前
日
之
所
謂
窮
民
、
今
己
委
於
溝
室
。
廟
堂
不
知
省
、
守
令
不
知
仙
、

皆
謂
組
宗
積
累
之
深
、
有
足
侍
者
、
漫
不
篇
慮
。
」

西
涯
は
李
東
陽
の
披
で
あ
る
。

(
日
)
『
清
匡
文
集
』
巻
一
二
、
「
惰
書
疏
」
「
総
見
洪
武
初
年
、
天
十
回
土

八
百
四
十
九
高
六
千
頃
有
奇
、
弘
治
十
五
年
存
額
四
百
二
十
二
高
八

千
頃
有
奇
、
失
額
四
百
二
十
六
寓
八
千
頃
有
奇
、
是
宇
内
額
田
存
者

字
、
失
者
小
也
o

賦
税
何
従
山
、
園
計
何
従
足
耶
o
」

(
日
)
『
清
庄
文
集
』
巻
三
、
「
情
書
疏
」
「
由
洪
武
迄
弘
治
百
四
十
年
耳
、

天
下
額
田
己
減
強
宇
、
再
数
百
年
、
減
失
不
知
又
何
如
也
。
伏
望
勅

行
戸
部
、
考
求
洪
武
初
年
額
田
原
数
、
備
査
弘
治
十
五
年
失
額
出
数
、

及
今
円
額
田
賓
数
、
迭
館
稽
纂
罵
o
」

(
日
)
『
文
豪
公
奏
議
』
袋
三
、
「
請
修
復
奮
制
以
足
岡
安
民
疏
」
「
北
方

官
十
一
家
之
家
、
欲
得
濁
J

字
康
畝
之
枇
地
、
不
肯
潟
狭
地
屯
民
分
糧
。
南

方
(
旦
一
民
家
之
家
、
欲
得
濁
出
軽
則
之
田
糧
、
不
肯
矯
重
則
旦
甲
均
苦
。

所
以
一
遇
有
志
州
豚
正
官
、
必
欲
通
行
均
則
量
地
、
勢
'
一
家
即
上
下
資

縁
、
多
方
排
阻
、
故
民
怨
無
時
可
息
也
。
臣
故
目
、
必
大
臣
平
心
以

合
同
議
之
、
可
也
o
」

(
日
)
戸
部
案
の
詳
細
は
、
『
古
今
園
書
集
成
』
巻
一
四
二
、
「
ム
艮
貨
典
」

「
賦
役
部
」
「
編
審
径
役
」
に
「
一
、
嘉
靖
九
年
十
月
内
戸
部
題
、

該
皐
士
桂
奏
震
授
時
任
民
事
、
内
橋
:
:
:
通
造
一
冊
、
線
於
各
府
、

各
府
又
以
各
州
牒
丁
産
計
差
、
書
一
均
施
之
、
以
令
州
牒
編
泳
、
又

各
府
以
申
布
按
二
司
、
二
司
V
人
舎
同
以
一
省
所
属
ム
円
起
径
役
通
融
、

:
・
等
因
。
該
本
部
看
得
各
庭
編
審
径
役
、
:
:
:
委
有
不
均
之
嘆
、

合
将
十
甲
J
糧
線
於
一
旦
、
各
里
丁
糧
線
於
一
州
一
際
、
各
州
豚
丁

糧
線
於
一
府
、
各
府
丁
糧
線
於
一
布
政
司
、
布
政
司
通
将
一
省
丁
糧
、

均
泳
一
省
径
役
、
内
量
除
優
克
之
数
、
毎
糧
一
石
、
編
銀
若
干
、
毎

丁
審
銀
H

右
干
、
制
酎
酌
繁
筒
、
通
融
科
減
、
法
定
冊
籍
、
行
令
各
府
州

豚
永
一
潟
進
行
。
」
と
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
関
)
中
圏
一
枇
命
日
科
血
字
削
版
枇
、
一
九
九
ム
。

(
印
)
梁
方
仲
『
梁
方
仲
経
済
史
論
文
集
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
、

四
九

O
|
四
九
一
頁
を
参
照
。

(ω)
「
明
史
』
巻
一
百
十
、
「
宰
輔
年
表
二
」

0

(
引
)
「
西
樵
遺
稿
』
巻
七
、
「
窪
文
敏
公
墓
表
」
「
公
疏
目
、
組
宗
土
田

八
百
蔦
、
今
止
其
字
、
戸
口
円
耗
、
冗
食
円
煩
、
冗
費
円
甚
、
宜
有

永
園
。
皆
屡
疏
極
一
一
一
日
o
」

(
臼
)
『
岡
朝
献
徴
録
』
岩
三
十
五
、
震
翰
「
贈
都
察
院
右
都
御
使
礎
部

左
侍
郎
致
粛
黄
公
宗
明
神
道
碑
」

0

(
日
)
「
岡
朝
列
卿
紀
』
巻
四
十
八
「
何
鑑
ハ
子
世
光
、
漸
江
紹
興
山
町
新
昌

豚
人
。
:
:
:
廷
翠
鑑
以
刑
部
左
侍
郎
粂
都
察
院
左
余
都
御
史
清
査
河

南
湖
侠
三
省
、
瀕
行
、
孝
刷
賓
天
。
武
宗
嗣
位
、
復
中
命
:
・
:
因
疏

庭
置
地
方
十
事
以
開
・
・
・
・
・
・
六
日
最
版
籍
以
清
里
甲
。
」

(
臼
)
例
え
ば
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
三
百
九
十
九
、
管
志
道
「
士
問
陳
緊

切
重
大
機
務
疏
」
「
洪
武
中
救
令
、
牒
白
清
里
甲
、
州
清
勝
、
府
清

州
・
・
・
遺
下
入
賞
官
一
汚
吏
、
無
籍
頑
民
、
巡
按
御
史
方
乃
是
清
o
」

『
園
朝
献
徴
録
』
巻
三
十
九
、
「
胡
端
敏
惇
」
「
其
除
苛
賦
、
清
里

甲
諸
候
童
、
具
可
局
経
久
之
法
。
」

(
日
)
「
主
陽
明
全
集
』
巻
十
七
、
「
清
理
永
新
出
糧
」
「
擦
衆
議
周
文
光

呈
、
看
得
江
西
田
糧
之
弊
、
極
於
、
水
新
、
相
停
己
非
一
円
。
今
欲
清

理
丈
量
、
賓
亦
救
時
切
務
、
但
恐
奉
行
不
百
十
、
未
完
反
滋
終
端
、
依

議
定
委
通
利
談
儲
、
推
官
陳
相
、
指
揮
両
容
、
合
回
同
該
豚
知
牒
翁
磯
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設
法
丈
量
。
:
:
:
事
完
之
日
、
悉
照
該
道
所
議
造
冊
、
永
、
水
運
守
施

行
。
徽

0
」

(
侃
)
『
王
陽
明
全
集
』
巻
十
七
、
「
頒
定
里
甲
雑
塀
」
「
擦
龍
南
牒
申
稀
、

先
年
里
甲
使
用
、
倶
係
丁
糧
分
泳
、
照
日
雁
賞
、
以
致
多
寡
不
均
、

要
将
正
徳
十
六
年
里
甲
通
行
査
審
、
除
逃
紹
人
丁
外
、
将
一
年
使

用
・
春
秋
祭
杷
・
軍
需
炭
報
・
使
容
夫
馬
等
項
、
倶
於
丁
糧
議
慮
、

毎
石
出
銀
若
干
、
・
・
・
看
奥
本
院
新
定
則
例
相
同
、
:
:
・
篤
此
仰
抄

案
凶
道
、
即
便
速
行
各
勝
、
倶
査
本
院
近
定
規
則
、
各
照
丁
糧
多
寡
、

仮
編
銀
雨
、
:
:
・
悉
照
原
議
施
行
o
」

(
訂
)
『
王
陽
明
全
集
』
巻
三
十
六
、
「
年
譜
附
録
こ
。

(
侃
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
叩
)
で
詳
述
す
る
。

(
印
)
『
王
陽
明
全
集
』
巻
六
、
「
輿
黄
宗
賢
」

0

(
刊
)
王
陽
明
は
弟
子
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
張
璃
や
政
権
の
他
の
メ
ン

パ
ー
に
も
か
な
り
期
待
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
王
陽
明
全

集
』
春
二
十
会
に
あ
る

E
2
E
E貝
」
第
四
通
(
嘉
靖
七
年
)
で
は

「
静
庵
、
束
羅
、
見
山
、
西
樵
、
冗
崖
諸
公
、
間
京
中
童
H

禁
方
巌
、

不
敢
奉
敗
。
諸
公
白
骨
出
事
、
且
須
持
之
以
鎮
定
久
遠
:
:
:
o
」
と
言

っ
て
い
る
。

見
山
、
凶
樵
、
冗
崖
は
そ
れ
ぞ
れ
桂
写
、
方
献
夫
、
震
翰
の
競
で

あ
り
、
静
庵
は
首
時
の
刑
部
向
童
目
胡
世
寧
の
競
で
あ
る
。
東
羅
が
誰

を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
。
そ
し
て
、
『
陽
明
先
生
文
録
』
巻
四

に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
輿
張
羅
峰
閣
老
」
第
二
通
に
「
諸
公
方
有
湯

薬
之
任
、
蓋
天
下
莫
不
問
、
不
及
今
園
所
以
療
治
之
、
異
時
能
僻
其

責
乎
o
」
と
あ
る
。

但
し
、
張
璃
宛
の
手
紙
に
は
、
後
に
紹
介
す
る
、
責
結
に
向
か
っ

て
議
し
た
よ
う
な
陽
明
間
学
的
な
論
説
が
見
ら
れ
な
い
。

(
礼
)
『
王
陽
明
全
集
』
巻
二
十
一
、
「
輿
黄
宗
賢
」
第
三
通
(
嘉
靖
六

年
)

0

(
冗
)
『
王
陽
明
合
集
』
巻
二
十
一
、
「
血
八
十
寅
宗
賢
」
第
四
遇
。

(
刀
)
「
尚
書
』
「
周
書
」
「
秦
翠
巴
「
如
有
一
介
臣
、
断
断
猪
無
他
伎
、
其

心
休
休
罵
、
其
如
右
容
。
人
之
右
技
、
若
己
有
之
、
人
之
彦
聖
、
其

心
好
之
、
不
一
晋
若
白
其
口
出
、
是
能
容
之
、
以
保
我
子
孫
繁
民
、
亦

職
有
利
哉
。
人
之
有
技
、
回
目
疾
以
悪
之
、
人
之
彦
聖
、
而
達
之
伴
不

透
、
是
不
能
容
、
以
不
能
保
我
子
孫
禁
民
、
亦
H
殆
哉
o
」

『
大
島
ナ
』
は
こ
の
一
舗
を
引
則
し
て
若
干
の
異
同
が
あ
る
。

(
九
)
「
石
龍
集
』
巻
十
九
、
「
寄
羅
峰
書
」
第
一
首
。

(
お
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
注
(
剖
)
で
解
説
す
る
。

(
河
)
「
向
童
日
』
孔
頴
達
疏
「
王
粛
云
、
一
介
、
欧
介
、
了
心
端
意
、
断

断
、
守
善
之
貌
、
無
他
技
、
能
徒
守
善
而
己
、
休
休
、
好
善
之
貌
、

其
如
是
人
、
能
有
所
容
忍
小
過
、
寛
則
得
衆
、
穆
公
疾
技
巧
多
端
、

故
回
出
断
断
無
他
技
者
。
」

こ
の
解
程
は
「
有
容
」
以
降
の
本
文
と
同
じ
方
向
に
あ
り
、
朱
子

の
『
大
向
学
章
句
』
な
ど
で
も
、
異
説
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
王
陽
明

も
こ
の
従
来
の
解
轄
を
踏
襲
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(η)
「
石
龍
集
」
巻
十
九
、
「
寄
羅
峰
書
」
第
三
首
。

(
お
)
「
石
龍
集
」
巻
十
九
、
「
寄
羅
峰
書
」
第
四
首
。

(
乃
)
た
と
え
ば
、
「
石
龍
集
」
虫
色
十
九
、
「
寄
羅
峰
」
第
一
首
「
首
今
天

下
積
弊
巳
極
、
人
情
蔦
朕
莫
湾
、
皆
未
暇
論
、
只
有
正
君
致
治
策
要
。

二
者
之
要
、
又
U
ハ
在
五
六
大
臣
用
得
其
人
、
則
君
、
心
白
定
、
治
化
白

興
o
」

64 



65 

巻
二
十
、
「
寄
羅
峰
閣
老
書
」
「
惟
公
念
中
興
之
銀
、
・
:
:
・
更
求
天

下
之
員
足
経
済
二
三
君
子
共
之
、
以
成
宗
枇
不
抜
之
業
、
以
歎
消
小

人
陰
泣
之
遁
、
此
結
之
至
願
ぶ
土
望
也
o
」

(
初
)
『
明
史
』
春
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」

0

(
目
白
)
史
部
向
書
の
ポ
ス
ト
が
空
い
た
時
、
(
廷
臣
曾
議
で
)
喬
宇
・
楊

旦
が
推
さ
れ
た
が
、
張
聴
は
彼
ら
が
楊
廷
和
の
朋
黛
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
、
世
宗
に
そ
の
人
事
案
を
却
下
す
る
よ
う
建
言
し
て
い
る
。

『
明
史
」
巻
会
百
九
十
六
、
「
張
穏
惇
」
「
吏
部
閥
向
主
目
、
推
前
向
童
円

喬
宇
、
楊
H
1
櫨
部
向
童
日
亦
鉄
、
推
侍
郎
劉
龍
、
温
仁
和
。
仁
和
以

俸
深
争
。
璃
言
宇
・
旦
乃
楊
延
和
集
、
而
仁
和
亦
不
宜
自
薦
。
帝
ム
叩

大
臣
休
致
者
非
奉
詔
不
得
推
奉
、
ハ
子
生
寸
遂
廃
o
」

ま
た
『
明
史
』
に
よ
れ
ば
、
「
大
耀
の
議
」
で
張
璃
の
意
見
を
支

持
し
た
胡
鐸
と
い
う
人
物
が
、
放
逐
に
あ
っ
た
大
臣
た
ち
を
召
還
す

る
建
言
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
も
張
璃
が
拒
否
し
た
(
『
明
史
』
山
査
会

百
九
十
六
、
「
胡
鐸
停
」
)

0

「
大
曜
の
議
」
で
罪
を
得
た
大
臣
た
ち
を
赦
す
こ
と
を
、
陽
明
汲

の
諸
人
は
み
な
支
持
し
て
い
る
。
黄
結
の
い
う
「
門
禁
の
梼
」
云
々

は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
「
大
穫
の
議
」
の
員
つ
只

中
、
世
宗
に
召
さ
れ
て
上
京
す
る
途
中
に
あ
っ
た
席
書
は
、
世
宗
が

集
開
抗
議
を
行
っ
た
大
臣
た
ち
を
容
赦
な
く
巌
罰
し
た
の
を
耳
に
し
、

上
疏
し
て
寛
大
な
措
置
を
求
め
た
(
『
明
史
』
巻
一
再
九
十
六
、
「
席

童日惇」
)
o

事
件
後
、
震
諮
は
「
大
曜
の
議
」
で
退
け
ら
れ
た
多
く
の

士
人
を
朝
廷
に
推
薦
し
た
。
『
玉
堂
叢
語
』
巻
三
、
「
薦
奉
」
「
零
諮

白
以
進
賢
潟
己
職
任
、
故
乗
公
論
薦
、
不
避
親
臨
:
:
:
薦
幽
宣
照
・
楊

慣
・
徐
文
華
・
唐
植
等
、
比
白
大
超
大
獄
得
罪
、
陸
祭
則
攻
撃
公
奥
張

桂
者
也
。
奉
動
光
明
、
人
成
欽
服
。
」

方
献
夫
も
そ
の
上
疏
で
、
放
逐
さ
れ
た
諸
人
を
召
還
す
べ
き
だ
と

灰
め
か
し
て
い
た
。
『
西
樵
遺
稿
』
春
二
、
「
明
公
論
別
書
類
以
全
園

健
策
乞
廻
避
疏
」
「
臣
愚
之
見
、
昔
年
誤
以
潟
"
一
具
、
賢
而
見
瓢
者
、

方
園
以
漸
牧
復
、
山
豆
可
復
路
前
轍
、
重
於
園
樫
有
傷
。
」

し
か
し
、
世
宗
の
治
世
の
聞
は
川
口
還
が
つ
い
に
賓
現
し
な
か
っ
た
。

事
件
か
ら
四
十
年
前
後
が
経
ち
、
世
宗
が
死
去
し
た
際
に
、
ト
口
輔
大

臣
の
徐
階
は
よ
う
や
く
遺
詔
を
作
成
す
る
機
舎
を
利
用
し
て
ほ
と
ん

ど
形
式
上
の
召
還
を
賓
現
さ
せ
た
(
『
明
史
』
巻
二
百
十
三
、
「
徐
階

惇」
)

0

(
位
)
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
桂
琴
惇
」

0

(
出
)
こ
の
事
件
の
詳
細
は
、
『
明
史
紀
事
本
末
』
径
五
十
六
、
「
李
幅
達

之
獄
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
事
件
で
、
張
・
桂
が

大
勢
の
封
立
者
を
事
件
に
を
き
込
ん
で
で
き
る
だ
け
重
い
罪
に
問
お

う
と
し
た
の
に
封
し
、
方
献
夫
が
辞
任
ま
で
申
し
出
て
彼
ら
を
説
得

す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
そ
れ
ら
の
罪
を
軽
く
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
記
し
た
史
料
が
あ
る
。
『
園
朝
献
徴
録
」
巻
十
六
、
呂
本

「
光
蔽
大
夫
柱
園
少
保
粂
太
子
太
保
吏
部
向
宝
田
武
英
殿
大
島
ナ
士
蛤
太

保
持
地
文
裏
方
公
献
夫
神
道
碑
銘
」
「
了
亥
夏
、
署
掌
大
理
寺
。
時
首

識
大
獄
、
根
連
株
撃
者
無
慮
数
十
人
。
署
刑
部
、
都
察
院
二
公
将
坐

以
好
黛
、
公
力
争
、
出
袖
中
疏
欲
棄
官
。
二
公
不
得
己
、
従
公
改
一
議

末
減
。
」

(
則
的
)
「
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
一
「
苓
璃
雌
以
首
上
心
膝
貴
、
而
翰
林

諮
匝
皆
賎
之
、
不
欲
奥
共
功
名
、
宏
亦
不
能
異
也
。
以
故
琴
璃
篇
信

事
粂
阿
国
字
士
、
而
雨
修
賓
録
、
経
往
日
議
、
主
郷
試
、
救
習
庶
士
什
士
、
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皆
抑
弗
得
奥
、
具
員
而
己
。
写
璃
以
ロ
ル
復
恨
宏
、

和。」

(
お
)
『
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
一
「
又
以
引
進
僚
属
而
抑
琴
璃
等
、
諸

後
進
皆
悦
之
、
時
時
念
宏
不
亡
。
。
」

を
二
「
時
首
輔
一
清
議
散
館
、
欲
向
同
陸
祭
等
教
人
潟
翰
林
、
而
上

難
之
o

母
子
敬
密
疏
一
一
百
、
此
苗
口
子
比
内
費
宏
所
植
私
士
、
而
一
清
成
之
、

勿
向
田
使
。
上
於
是
出
祭
潟
給
事
中
、
三
四
人
得
御
史
、
鈴
皆
用
故
資

選
補
、
皆
恨
字
敬
切
骨
実
。
」

(
鉛
)
『
明
史
』
春
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」
o

な
お
、
『
嘉
靖
以
来
首
輔

惇
』
巻
一
「
於
是
写
璃
前
後
数
ト
ぃ
疏
攻
宏
、
大
有
所
誹
託
。
:
:
:
其

所
以
攻
宏
甚
口
、
宏
亦
不
能
抗
o
」

(
幻
)
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
穏
惇
」
o

な
お
、
『
嘉
靖
以
米
首
輔

惇
』
春
一
「
而
日
定
時
諮
問
臣
濁
石
陥
誇
詩
、
数
以
持
議
件
旨
。
錦
衣

衛
革
職
百
戸
王
邦
音
窺
其
端
、
乃
迫
論
故
輔
臣
楊
廷
和
等
誤
甘
粛
蓬

事
、
而
宏
血
(
石
施
潟
之
輩
…
。
銃
事
白
、
乞
休
、
上
乃
許
之
o
」

(
∞
∞
)
『
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
一
「
然
一
清
白
ロ
ル
頗
作
好
、
而
私
其
所

親
門
生
故
吏
o」

な
お
、
注
(
お
)
に
引
く
「
時
首
輔
一
清
議
散
館
」
候
を
参
照
。

(
鈎
)
『
明
史
」
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」
o

な
お
、
『
嘉
靖
以
来
首
輔

停
』
省
二
「
而
一
清
亦
白
奥
苓
隙
。
:
:
:
而
字
敬
復
上
疏
、
謂
一
一
一
楊

以
後
、
好
人
郁
夫
占
擦
内
閣
、
含
〔
、
庁
無
恥
、
習
以
潟
常
、
:
:
:
乞
聖

明
最
論
、
母
得
懐
好
設
険
、
読
随
便
己
。
意
蓋
指
一
清
也
o
」

(
別
)
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
桂
事
惇
」

0

(
引
)
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」
o

方
献
夫
の
上
疏
は
『
西

樵
達
一
禍
」
巻
三
に
「
恭
答
聖
論
議
慮
疏
」
と
し
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

甚
於
恨
楊
廷

こ
の
上
疏
か
ら
は
、
張
・
桂
を
攻
撃
し
た
陸
祭
の
上
疏
が
楊
一
清
の

意
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
讃
み
取
れ
る
。
な
お
、
方
献
夫
は

か
つ
て
張
・
桂
と
楊
一
清
と
の
釘
立
を
調
停
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

あ
る
(
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
方
献
夫
停
」
)

0

(
幻
)
「
嘉
靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
二
「
専
有
所
建
白
、
往
往
潟
字
敬
所
抑

屈
、
品
子
敬
亦
以
気
凌
之
、
用
是
倶
憾
字
敬
o
」

(
川
町
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
五
「
王
陽
明
惇
」

0

(
川
出
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
五
「
主
陽
明
惇
」
と
巻
一
百
九
十
六
「
桂

写
惇
」
お
よ
び
『
王
陽
明
全
集
」
虫
色
三
十
五
「
年
譜
三
」

0

『
嘉
靖
以

来
首
輔
惇
』
に
よ
れ
ば
、
桂
専
が
王
陽
明
と
到
立
し
て
い
た
の
は
、

桂
専
の
信
用
し
た
貌
校
と
い
う
人
物
が
王
陽
明
と
名
を
争
っ
て
い
た

と
い
う
一
因
が
あ
る
と
い
う
。
同
書
巻
二
「
桂
写
之
矯
吏
部
、
尤
私

其
所
厚
昔
昔
、
而
修
医
枇
怨

0

・
・
:
濁
以
名
薦
貌
校
第
園
子
祭
酒
、
属

使
代
疏
草
、
其
篠
封
及
経
学
時
政
往
往
精
深
、
嘗
上
意
。
:
:
:
而
校

輿
新
建
伯
干
一
陽
明
争
名
不
相
下
、
琴
潟
之
構
ハ
寸
仁
、
奪
世
封
。
」

(
何
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
五
、
「
王
陽
明
停
」
お
よ
び
「
王
陽
明
全

集
』
巻
三
十
五
、
年
譜
三
。

(
%
)
『
明
史
』
省
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」
。
こ
の
反
乱
は
嘉
靖
十
二

年
十
月
に
起
き
た
も
の
で
あ
る
。
張
想
の
諸
人
に
封
す
る
攻
撃
は
、

「
太
師
張
文
忠
公
集
』
巻
八
、
「
乞
休
陳
時
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
L
L
疏
に
「
第
恨
三
五
臣
者
、
托
佐
川
我
輩
、
濫
切
殊
恩
、
及
至
首
事
、

又
不
能
同
誠
事
君
。
如
桂
写
者
、
皇
上
所
知
、
不
庸
言
実
。
如
方
献

夫
者
、
昔
倶
疏
不
上
、
其
志
可
知
。
今
復
儒
弱
無
立
、
非
緩
急
所
頼
。

而
在
昔
印
刷
究
詞
避
去
、
今
復
異
論
擾
事
、
非
政
樫
所
宜
。
黄
結
塑
議
櫨

緒
絵
、
膝
進
崇
階
、
人
多
郎
之
。
臣
初
以
其
一
念
偶
同
、
不
能
深
察
、
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ム
7

果
見
其
反
覆
諭
随
o
」
と
あ
る
。

(
釘
)
『
石
龍
集
』
巻
十
九
、
「
寄
羅
峰
」
第
五
首
。

(
関
)
『
王
陽
明
全
集
」
巻
二
十
今
、
「
輿
黄
宗
賢
」
第
二
通
。
『
陽
明
先

生
文
録
』
巻
四
、
「
輿
張
羅
峰
閣
老
」
第
二
通
に
は
、
似
た
よ
う
な

文
句
が
あ
る
「
東
南
小
議
、
特
皮
膚
塑
折
之
疾
。
若
朝
廷
之
上
、
人

各
有
心
、
無
忠
君
愛
園
之
誠
、
議
嫉
険
伺
、
黛
比
不
己
、
此
則
心
腹

之
病
、
大
筋
可
憂
者
耳
o
」

(
的
)
世
宗
に
皇
子
が
生
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
受
け
、
首
時
行
人
司
の

司
正
だ
っ
た
醇
侃
が
上
疏
し
て
宗
室
の
一
人
を
暫
定
の
後
縫
者
と
し

て
指
名
す
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
彰
津
は
そ
れ
が
世

宗
の
怒
り
を
買
う
と
踏
み
、
張
璃
の
了
解
を
得
た
上
で
、
醇
侃
に
張

穂
の
支
持
が
得
ら
れ
る
と
し
て
L
L
疏
す
る
よ
う
唆
し
、
後
の
訊
問
で

醇
侃
に
夏
言
を
首
謀
者
と
名
指
し
さ
せ
よ
う
と
重
策
し
た
。
果
た
し

て
、
こ
の
上
疏
に
世
宗
が
激
怒
し
、
醇
侃
を
拷
問
に
か
け
首
謀
者
を

吐
か
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
醇
侃
は
彰
津
の
暗
示
を
無
視
し
て
賓

情
を
述
べ
た
。
こ
れ
で
張
聴
は
一
旦
致
仕
さ
せ
ら
れ
、
夏
二
日
が
ま
す

ま
す
世
宗
に
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
件
の
詳
細
は
、
『
嘉

靖
以
来
首
輔
惇
』
巻
こ
に
あ
る
張
璃
の
惇
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
則
)
黄
結
は
張
璃
そ
し
て
張
璃
側
の
吏
部
向
書
迂
銭
か
ら
些
細
な
過
ち

を
理
由
に
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、
上
疏
で
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

事
件
の
経
過
は
、
『
世
宗
賓
録
』
巻
一
百
五
十
九
、
嘉
靖
十
三
年
二

月
乙
亥
僚
に
「
先
是
、
南
京
櫨
部
主
客
司
郎
中
郷
守
盆
引
疾
乞
鴎
、

行
南
京
礎
部
薮
賓
。
時
向
童
旦
殿
嵩
向
未
抵
任
、
令
礎
部
左
侍
郎
黄
結

方
以
右
侍
郎
碕
部
築
。
久
之
未
報
、
而
守
命
己
国
籍
年
齢
失
。
至
日
疋
、

吏
部
向
圭
自
在
銭
愛
其
事
、
:
:
:
肉
劾
結
:
:
:
於
日
正
結
上
章
自
理
、
且

云
、
費
端
所
由
起
有
三
、
臣
雅
輿
輔
臣
張
学
敬
交
厚
、
及
母
子
敬
在
政

府
、
屡
有
規
正
、
見
謂
談
切
、
一
也
、
宇
敬
奥
向
童
日
夏
言
不
相
能
、

而
匝
一
潟
言
同
僚
、
毎
欲
調
和
雨
人
、
宇
敬
反
生
疑
悪
、
二
也
、
大
同

之
愛
、
字
敬
立
主
征
剣
、
而
匝
議
官
撫
安
、
音
山
見
相
左
、
一
二
也
、
臣

嘗
語
字
敬
日
、
聖
明
在
上
、
宵
肝
求
理
、
第
使
二
三
大
臣
得
人
、
公

平
好
悪
、
弗
事
険
欺
、
則
宿
習
可
回
、
至
治
可
望
、
鉱
疑
臣
所
云
者

蓋
指
己
也
、
故
甘
潟
学
敬
鷹
犬
、
攻
撃
臣
以
快
其
私
o
」
と
記
さ
れ

て
い
る

こ
こ
か
ら
、
黄
結
が
夏
言
と
の
敵
封
意
識
が
強
す
ぎ
る
こ
と
な
ど

を
受
け
、
時
々
張
璃
を
戒
め
た
こ
と
に
、
大
同
事
件
で
の
意
見
封
立

も
加
わ
り
、
か
え
っ
て
彼
が
張
璃
に
夏
言
の
一
味
と
見
な
さ
れ
、
憎

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

(
則
)
「
石
龍
集
』
巻
二
十
、
「
寄
桂
洲
少
保
書
」
第
二
首
「
其
初
只
知
押
印

永
侵
欺
官
銭
数
多
、
今
備
査
、
方
知
劉
源
清
之
人
質
、
庁
、
亦
復
不
減
。

此
二
人
者
、
員
園
之
大
盗
也
、
況
敗
事
如
此
、
諒
之
員
有
不
可
勝
諒

者。」

(
問
)
「
明
史
』
巻
一
百
九
十
六
、
「
張
璃
惇
」

0

(
邸
)
「
西
樵
遺
稿
』
巻
三
、
「
請
復
召
張
内
輔
疏
」
o

こ
の
疏
は
嘉
靖
十

一
年
十
一
月
初
一
一
一
日
の
日
附
で
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

(
W
M
)

以
下
の
史
料
は
こ
の
こ
と
を
、
も
っ
と
も
直
接
的
に
表
現
し
て
い

る
。
「
四
友
薪
叢
説
』
を
八
「
朱
象
玄
司
成
説
、
有
会
順
門
上
内
臣

嘗
訴
余
H
、
我
輩
在
順
門
上
久
、
見
時
事
幾
嬰
失
。
昔
日
張
先
生
進

制
、
我
伺
多
要
打
恒
弓
、
蓋
一
一
百
羅
峰
也
、
後
至
夏
先
生
、
我
伺
只
平

着
眼
児
看
哩
、

A
1
巌
先
生
輿
我
例
扶
扶
手
、
方
始
進
去
。
蓋
屡
婆
屡

下山矢
o
」
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(
山
)

(
附
)

(
即
)

前
掲
『
梁
方
仲
経
済
史
論
文
集
」
o

『
王
陽
明
全
集
』
巻
三
、
「
惇
習
録
」
下
、
第
四
五
候
。

『
王
陽
明
全
集
』
巻
一
二
、
「
惇
習
録
」
下
、
第
二
三
線
。

(
鵬
)

(
問
)

(
山
)

「
下
工
陽
明
金
集
』
巻
一
二
、
「
惇
習
録
」
下
、
第
四
三
候
。

『
王
陽
明
金
集
』
巻
二
十
一
、
「
答
方
叔
賢
」
第
会
通
。

「
石
龍
集
』
虫
色
十
九
、
「
寄
羅
峰
」
第
二
首
。
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or Yuan 5t fir, and the opportunity for the office of chief commandant to issue 
military orders to various offices that were not related to military institutions came 

to an end. Thus, in comparison to the period of warfare with the Xiongnu, import

ance of the office was relatively decreased. For that reason, contrary to the 

accepted theory, the prefecture ~ was not placed under the jurisdiction of the 

office of chief commandant in the latter half of the Former Han dynasty. The chief 

commandant devoted his efforts to the defense of his own jurisdiction, and the fact 

that the prefecture assisted in the administration of offices related to military 

affairs created a mutually supporting relationship that stabilized the situation in the 

border areas. Moreover, dependent states were established as the system of rule 

over the many subject non-Han peoples who resided in the Hexi iilJW region, and 

the situation of the border regions was thereby further stabilized. The northwest 

border region during the latter half of the Former Han dynasty was under the rule 

of governors, who received assistance from the central government, and it was by 

employing a parallel system of rule that featured a provincial system in which the 

chief commandant did not interfere in the politics of the prefecture and a system 

of dependent states that the situation in the border regions was stabilized. 

THE YANGMING FACTION OF SCHOLAR-OFFICIALS AND 

THE POLITICS OF THE EARLY YEARS OF THE REIGN 

OF EMPEROR JIAJING: ON THE POLITICAL ETHICS 

OF THE YANGMING SCHOOL 

]IAO Kun 

The accession of Emperor ]iajing ;J;j[jlf of China's Ming dynasty to the throne 

was accompanied by a controversy over the proper imperial rituals *ffil~i. Chief 
Grand Secretary Yang Tinghe ~J!;fD, who enjoyed the support of the majority of 

the court officials, requested that Emperor ]iajing recognize his uncle Emperor 

Hongzhi as his father. At the same time, Emperor ]iajing was also asked to treat 

his own father as his uncle. Deeply disturbed, Emperor ]iajing sought to reject 

Yangs request. With the support of Zhang Gong ~3][ and other junior officials, 

Emperor Jiajing succeeded in politically defeating Yang Tinghe. 
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Following the controversy, Zhang Cong and other supporters of Emperor ]iaj

ing began to rise within the Ming government and eventually formed the ruling 

administration. During Zhang Cong's tenure as Chief Grand Secretary, a number 

of scholars who served in the government were disciples of Wang Yangming _=:H~ 

Sfl , the founder the Yangming school of thought ~~ Sfl ~, an important branch of 
N eo-Confucianism. 

Examining the political views of those Yangming scholars, who maintained con

tact with Wang Yangming until his death in 1528, helps us better understand the 

political stand of the Yangming school. They supported the political reforms laun

ched by Zhang Cong and Gui E tEll¥, the two leading members of Zhang Cong's 

administration. The Yangming school was clearly in favor of reforms to restore 

the political and economic order of the Ming dynasty. However, there were also 

notable differences between Zhang and Gui and other Yangming scholars. Eager 

to implement their policies, while pursuing their personal power, Zhang and Gui 

continued to engage in factional politics against other powerful members within the 

government. As a result, Zhang's administration grew unstable, and his reforms 

were delayed. 

Yangming scholars sought to bring together Zhang Cong, Gui E, and other 

political figures. Such actions show the influence of the teachings of Wang Yang

ming, who instructed his pupils to restore their moral intelligence N.~D in order to 
restrain their arrogance, ill temper, and the pursuit of power. Wang's goal was to 

introduce mutual trust among politicians and the emperor into the administration of 

Ming's politics so that policies whose effects would be felt over the long term 

could be implemented. Examining the teachings of Wang Yangming reveals the 

political ethic of the Yangming school of thought. 

THE INFLUENCE OF THE RETIRED EMPEROR DURING 

THE REIGN OF EMPEROR XIAOZONG OF THE 

SOUTHERN SONG AND THE POLITICS OF 

THE EMPEROR'S CLOSE ASSOCIATES 

KOBAYASHI Akira 

There have coexisted two judgments in regard to the politics of Emperor 
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